
［巻頭言］

恒久的な住宅政策る

高城申一郎
住友不動産株式会社取締役会長

財団法人日本住宅総合センター評議員

昨年は宮城県沖、十勝沖など、大きな地震が立て続けに起きた。心なしか

東京でも有感地震がいつもの年よりも多かったように思う。阪神・淡路大震

災はまだ記憶に新しいところだが、先日、関東大震災直後の東京の写真を見

て、建物の倒壊、焼失等、惨’謄たる状況に胸が痛んだ、。同時に、住宅は私有

財産とはいえ極めて重要な社会インフラであると、改めて感じた。わが国の

住宅ストックは、新耐震基準以前に建てられたものが半数を占めており、大

地震発生時の被害が憂慮される。

耐震性能の向上以外にも、住宅についてはアメリカなどに比べて劣る 1人

当たり床面積の拡大や、地球環境を考えた省エネ性能の向上、高齢化社会に

対応したバリアフリー化のように、取り組むべき課題が山積している。

ところが、残念ながらわが国の住宅政策は、肝心の税制は大部分が時限措

置であり、中堅サラリーマンの住宅取得の拠り所である住宅金融についても

国のかかわり方が変わろうとしている。住宅は国民の生活の根幹にかかわる

ものであり、質の向上を目指した住宅政策をひとつの国家戦略の柱と位置付

けて、税制・金融面で恒久的な措置を講ずることが肝要でトある。欧米諸国を

見ても、住宅の優遇税制などに適用期限を設けることのほうが例外のようだ。

住宅投資の効果は幅広い産業に波及し、雇用創出効果も大きい。また、国

の財源の観点からローン減税額ばかりが強調されるが、住宅建設に伴う消費

税や固定資産税の増収が大きいこともよく考えてほしいものだ。
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特別企画／座談会

新たな住宅政策を考える

浅見泰司 東京大学空間情報科学研究センター教授

八回達夫東京大学空間情報科学研究センター教授

平山洋介神戸大学発達科学部人間環境科学科教授

森 泉陽子神奈Jll大学経済学部教授

(50音順）

八田（司会） 住宅政策に関しては、これまでさま そこで本日は、この「建議」を材料にしながら、

ざまな五カ年計画が策定されてきましたが、基本的 住宅政策の構造改革と新しい住宅政策の方向につい

には住宅の量をいかに確保するかという点に力点が て議論してみたいと思います。

置かれてきました。住宅需要を予測し、民間住宅建

築がそれに追いつかないのであれば、どのような公

共的政策を打つべきなのかということが、住宅政策

の中心的な課題だったということです。しかし、も

はや住宅の量的な不足があるとはいえない状況が生

まれていて、むしろ住宅の質が重要になってきてお

り、いろいろなかたちでのミスマッチが顕在化して

います。

実は先日、住宅宅地分科会で「これからの住宅政

住宅政策の過渡期

平山 「建議jの議論は、要するに「建設省マター

としての住宅政策は終わりつつあるj ということを

いっているのだと思います。戦後の住宅が不足して

いる時代には、家が足りないから家をつくるという

ことで、政策あるいは社会的な目標はきわめて明快

策に関する建議」をまとめたのですが、そのなかで、 だった。住宅政策の根拠としてはわかりやすいし、

「新たな住宅政策の基本理念」を次のようにまとめ いろいろな意見はあったでしょうが、たくさんの住

ています。まず第 1に、新しい住宅建築を促進する 宅を建設するということに対するコンセンサスはあ

フロー重視から、既存の建物の活用を重視するスト ったと思います。ところが、現在は空き家率が12%

ツク重視へ、ということです。第2に、市場を重視

する一方で＼セーフテイネットを整備しなければな

らないということであり、第3番目は、少子高齢化、

環境問題という新しい状況に伴って生じる問題に対

する対応が必要になってくるということです。そし

て、第4番目は、街なか居住とマルチハビテーショ

ンという観点から、都市と地域・地方の両方にまた

がった政策が重要になってくるということです。
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にも達していて、建設を計画するというタイプの住

宅政策の根拠がかなり怪しくなってきています。

では、新しい住宅政策の基本理念として何がある

のかといえば、「建議」を拝見するかぎりでは、市

場情報の整備を強調する点、で消費者行政のようでも

あり、セーフテイネットの構築に言及する点では厚

生労働省マターのようでもあり、環境にも言及があ

るということで、ある意味で過渡期にあるように思
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います。そうだとすれば、国土交通省、が建設政策と

しての住宅政策を一手に引き受けるという時代はも

はや終わったのかもしれません。たとえば、神戸市

では住宅局がなくなりました。つまりは、国レベル

でも地方自治体レベルでも、住宅政策の固有の根拠

をどこに求めていくかという点に関して大きな変化

ったりして、家を買ううえでの障害（バリアー）を

できるだけ取り除くということが、住宅政策の中心

だったと思います。もちろん、低所得者に対する住

宅政策という面もありましたが、最終的には、高齢

期でほぼ80%台後半という持ち家率を目指し、それ

を実現したわけです。

が表われているということだと思います。 しかし、これからは少子高齢化の時代になります

浅見 アメリカのある学者が指摘しているのですが、 から、従来よりず、っと楽に家を取得できるようにな

住宅政策の課題は住宅事情が改善されるたびに倍増 ります。もっといえば、住宅市場はタイトではなく

してきました。まず最初は、住宅が足りないという なり、要するに住宅が余ってくるというような状況

ことで、住宅政策の目標は、とにかく住宅をつくる、 になるわけですから、持ち家取得をターゲットにし

ということだけです。しかしそのうちに、質が悪い た住宅政策でいいわけはありません。まさに、日本

とか、あまりにも過密居住だとかいう問題が生まれ、 の住宅政策は過渡期なのです。

それを解消しなければいけないということで、政策

目標は 2つになります。そして、時代が経るにつれ

てさらにいろいろな問題が生まれて、政策目標は 4

つになり、 8つになり、さらには16になりと、 f苦々

ゲームで増えていく。つまり、住宅がよくなってく

ると問題は倍増してくるというわけです。これは、

逆に言うと、多くの問題があるということは住宅政

策のいちばん厳しい状況は脱してきていることの裏

返しであり、だからこそいろいろな問題を探す余裕

があるということだと思います。

この10年問、日本では非常に大きな変化があり、

平山さんがおっしゃったように、今はまさに過渡期

にあります。たとえば戦後の住宅政策の三大柱とい

われていた公営、公団、公庫が体制を大きく変えて

います。それは、ひとつには時代のニーズ、に十分応

えられなくなってきたということもあるし、部分的

には制度疲労があったためだと思います。

要するに、日本の住宅政策が大きな変革期を迎え

るに至った理由は、ひとつには住宅自体がよくなっ

てきたということと、もうひとつには、昔つくった

比較的単一の目的のために機能するような体制が必

それから、今までの住宅政策は、単体で箱物

（家）を持たせることに中心が置かれてきたわけで

すが、量的には充足して、質という問題に変わった

とたんに、実は単体の自分の家あるいは外壁がきれ

いなだけではなくて、ブロック（街区）のなかの住

宅、つまりは「住環境」が重視されるようになりま

す。したがって、街区レベルでの住宅の質を改善し

ていかなければなりませんが、それは、住宅を資産

としてみるということになると思います。

住宅余剰時代の政策は？

八回 住宅をめぐる環境が大きく変化して、新しい

問題が出てきていて、それが住宅政策の基本理念の

転換に結びついているということだと思います。

「建議Jでは、これからの政策の重点分野として 4

つをあげています。

まず第 1は、中古・リフォーム市場です。日本の

中古市場はアメリカに比べてきわめて小さいのです

が、そのひとつの理由として情報が少なく評価が確

ずしもうまく機能しなくなってきたということです。 立していないので、安心して中古住宅を買えないと

森泉同感ですね。日本では戦後の荒廃から立ち直 いう事情があります。そこで、情報開示を充実する

るために、とにかく家を持ちたいという国民の声に

応えるために、「量j中心の政策を行なってきまし

た。国民の夢である「持ち家」を叶えるために、た

とえば住宅金融公庫をつくったり、住宅公団をつく

ことが、取庇保証などとならんで重要になってくる

と思います。また、リフォーム市場についても、リ

ブオーム業者に関する情報の充実とか、ドゥ・イツ

ト・ユアセルフ市場の拡大などが必要になってくる
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と思います。第2は、賃貸市場ですが、自分の持っ

ている家をきちんと管理して誰かに貸してくれるよ

うな管理会社が生まれるような政策が望まれるとい

うことです。

第 3には、定期借地・借家の市場はあるものの、

まだまだ十分には活用されていないので、これをも

北部は冷えきったままだし、アメリカでも同様なこ

とが起きているようです。

そうだとすれば、マーケットが冷えている空間や

地域に対する政策と、ものすごく過熱している地域

に対する政策はまったく違うものになるのではない

かと思います。具体的には、たとえば東京とそれ以

っと利用できるようにしていかなければなりません。 外の地域ではまったく異なる政策をとらざるをえな

そして第4は、マンション市場の問題です。たとえ いということです。

ば、マンションの管理組合をもっと合理的に運用し

ていくかとか、修繕などについての合理的なシステ

ムをつくっていくことによって、マンション市場が

さらに活性化していくのではないかということです。

要するに、ここであげた今後の政策の重点分野と

いうのは、個々の市場ごとに、その市場がうまくい

っていない理由を明らかにして、それを直すことに

よって市場を活性化させようというのが、基本的な

視点、です。

平山 市場ベースでやっていくということですが、

住宅が余った段階でマーケットメカニズムに移って

いくというのは、先進各国に共通している動きだと

思います。しかし同時に、先進各国に共通する新し

い課題としては、大きな変動を繰り返すマーケット

をどう安定化させるかということがあります。たと

えば、イギリスは日本とほぼ同時期にバブルがはじ

けましたが、いま再び猛烈なバブルで、もうすぐ再

びはじけるとみられています。アメリカも同じよう

な状況です。オーストラリアでは、一般の人が賃貸

住宅を購入して経営する「パイ・トゥ・レント」の

市場が過熱状態にあって住宅パフツレの最盛期にある

といわれています。

マーケットの振幅の仕方は、最近の傾向として、

国際的にみても圏内的にみても、地域間格差が非常

に大きくなっています。たとえばグローパルに見た

場合、アングロサクソン系の国はバブルだけれども、

日本はこんな状態だし、アジアを見ても、ソウルの

マーケットは回復しているけれど、香港はダウンし

たままです。日本の中でみると、東京ではいくつか

の地域で地価が上昇していると聞いていますが、大

阪ではそんな気配はまったくありません。またイギ

リスでも、ロンドンは異常に過熱しているけれども
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それと同時に、中古・リフォーム市場を充実させ

ていかなければいけないというのは、まったくその

とおりだと思います。いまだに日本の住宅建設量は、

アメリカの 2倍、ヨーロッパの 4倍の水準で、これ

は住宅が余るようになっている現状ではいかにも多

すぎるからです。しかし日本の特殊事情として、労

働市場あるいは GDPに占める建設セクターの比率

が非常に大きいという問題があり、住宅建設を急激

に減らすと日本経済に大きな影響を及ぽしかねませ

ん。したがって、これをどうソフトランデイングさ

せるのかということが、住宅政策の裏側の問題とし

てあるわけで、建設需要をリフォーム市場がカバー

するところまではいっていない、というのが現状で

はないかと思っています。

八回 たしかにそのとおりですが、方向性としては、

住宅産業がリフォーム産業にシフトしていくという

ことが必要でしょうね。

それから、住宅は、全体としては余っていても、

たとえば「都心居住jはまだまだ足りないので、地

域的にはこれから需要が増えていくところもあると

思います。また、住宅需要が減っている地域でも、

定期借家のようなシステムがきちんと動いていると、

たとえ家賃は下がっても、自分の家を人に貸してど

こかに移っていくということができます。しかし、

それがないと自宅を売っていくよりしょうがない。

にもかかわらず、不況の真っ最中に家を売ることは

できない。そうすると地域間の移動がなかなかでき

ないということになります。

平山 ただ、東京でも大阪でも、都心はマンション

ブームで需要があるのですが、都心にマンションが

できると、その分だけ郊外のマンションの値段が下

がるということが現実に起きています。神戸では、



郊外の老朽したマンションの価格は300万円台まで

落ちている事例があるし、名古屋の郊外では300万

円を切っている事例もあります。都心がブームにな

ればなるほど、不利な地域のマーケットがつぶれて

いくということで、活性化するところと衰退すると

ころをどう調整するかというのは重要な政策課題だ

と思います。

八回 栄える地域があれば衰退する地域がでるのは

やむをえません。長い目で見て、日本全体にとって

望ましいことをやるには、短期的な調整はやむをえ

ないと思います。衰退地に不動産を持っている人た

ちと消費者全体の利益を比べる必要があります。

まず、住宅供給全体がそれだけ増えることは、い

いことだと言えるのではないですか。というのは、

今まではとてもじゃないけれども住めなかったよう

な人たちが都心に住めるようになっているし、賃料

が下がった結果として東京に進出できる企業が増え

たわけです。

また、たとえば山手線のちょっと外側で空きが出

るのであれば、それまで 1時間半もかけて通勤して

いた人たちがそこに移ってくることができる。たし

かに、そうなると玉突き状態で、 1時間半の地域の

人口が減ることになります。しかし、それが悪いこ

とかといえばそうでもなく、郊外では今までのサイ

ズの住宅には需要がなくなりますから、むしろ土地

を大きくまとめて、ゆったりした生活ができるよう

な住宅をつくれば、それなりの需要も出てくる。政

策としても、郊外での土地集積というか、ゆったり

とした空間をつくっていくことが可能になるような、

規制緩和や税制を考えていかなければならないと思

います。

田園都市か、白然に戻すか

浅見 たとえば、ある人が、まず郊外に住宅を取得

して、三次取得では都心部の住宅にしようと考えて

いたとします。しかし、バブルがはじけて地価が大

幅に下がり、あるいは住宅市場が大きく様変わりし

てしまったので、その計画は完全に狂ってしまった。
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か。

その人の人生設計が大きく変わらざるをえない状況

に追い込まれてしまったわけですが、それを自己責

任だから仕方がないといいきってしまっていいので

しょうか。確かに、資本主義社会においては自ら判

断・選択し、本人が責任をとるというのが原則です

が、それだけ大きく社会情勢を変えてしまったこと

は、一固ないし社会全体の責任でもあるので、何ら

かの救済措置を考えるべきだという意見もありうる

と思います。

もしも単純に利用価値だけを考えて、郊外の住宅

を買ったのであれば、仮に資産としての価値が300

万円に下がったとしても、「暮らすJという点から

考えるとなんら問題はないし、社会問題として扱う

べきことでもないと思います。しかし、資産として

住宅を考えざるをえないような状況にあった時代に、

買うという意思決定をして、その後の社会状況が大

きく変わったために、買い換えるということができ

なくなってしまったというところに大きな問題があ

る。そして、いま、「都心居住」推進政策によって

郊外部での受容は相対的に減り、それが助長されて

いるわけです。

八回 郊外の地価が下がったことが、不況一般によ

るものなのか、それとも都心居住推進によるものな

のか、という問題もありますね。地方の場合には、

都心でも郊外でも地価が下がっていますから、それ

に対して何らかの救済策を講ずるべきなのかという
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問題になるのではないかと思います。

浅見ただ、 300万円に下がってしまったことを逆

手にとって、隣地を買うということにすれば、パブ

lレ最盛期には仮に4000万円だった住宅が、プラス

300万円で当時の8000万円相当の住宅にできるとい

うことになる。そういうふうに、うまく新しい価値

をつくっていこうとすれば、また話は変わってきま

す。

ところが、残念ながら、パズ、ルみたいに敷地を動

かすことはできませんから、仮にそうしたいという

人がいたとしても、隣の人が300万円で売ってくれ

るとは限りませんので、そううまくはいかないでし

ょう。権利関係の流動化みたいなことも含めてでき

ると、そういった問題は多少は緩和されると思いま

すが。

八田 おっしゃるとおりで、権利関係の流動化がで

きるといいし、そうでなかったら再開発ということ

になるんでしょうが、郊外の再開発というのは新し

いかたちですね。

浅見実は昔はあったんです。たとえば、 20世紀初

頭には、有名な田園都市の開発がありました。田園

都市という考え方は、郊外に自然環境と都市的な環

境に恵まれたすばらしい住宅街をつくろうというも

のですが、残念ながら、日本では、あまり多くの成

功事例がありません。どちらかといえば、単なる郊

外住宅地開発があるだけです。しかし、イギリスに

もアメリカにも、美しい田園都市があるわけですか

ら、ひょっとすると、いまこれだけ地価が下がって

いる日本で、敷地分割を再構成できるならば、これ

までうまくいかなかった真の田園都市を実現できる

かもしれません。

森泉 ある雑誌で、知ったのですが、最近アメリカや

イギリスでは、環境と共生する郊外のまちづくりを

しているようです。日本のマンションはカステラみ

たいな建物が並んでいるだけですが、そこに川があ

り、丘があり、まっすぐではなくて曲がりくねった

道があるような住環境にするわけです。環境と共生

する街区であれば、住みたいという人も増えると思

います。高齢者がいまなぜ都心に来ているかという

と、病院が近いとか美術館があるということですか

6 季刊住宅土地経済 2004年冬季号

ら、自然豊かな郊外に、病院はあり、買物は便利で、、

美術館もあるというまちをつくれば、人は自然に集

まってくるのではないでしょうか。

いま住宅市場は供給過剰で、価格はかなり下がっ

ているわけですから、そういう環境と共生するよう

なマンションなり住宅なりをつくるチャンスだと思

います。たとえば、ある千葉郊外の団地では、団塊

の世代よりももっと上のジェネレーションの人しか

残っていなくて、過疎化し、空洞化して、みじめな

くらい荒れているという話も聞いています。いずれ

スラム化して大きな社会問題に発展しかねませんか

ら、そうならないためにも、新しい発想で地域の再

開発を考えていかなければならないと思います。

平山 たしかに、地価が下がっているときにはいろ

いろなことができるわけですが、各自治体の計画を

見ていると、似たようなプロジェクトがものすごく

多くて、それを全部やるとまた供給過剰になるので

はないかという心配もあります。（笑）

ですから、住宅政策としてはメリハりというか、

「ここはこうするけれども、ここはもうだめだjと

いった決断も必要かと思います。たとえばドイツで

は、住宅政策の課題のひとつは、住宅を減らす「減

設」です。計画的に、ここはもうだめだときちんと

見切りをつける。ただ、その場合は当然政府が介入

して、環境政策との組み合わせで、見切りをつけた

地域は自然に戻すわけです。

八回 4、 5年前にニューヨークの大きな公認会計

士会社のパートナーたちと話をしたことがあるので

すが、そのときに驚いたのは、意外にも郊外に住ん

でいる人が多いことです。金銭的には豊かな人たち

で、都心にマンションを持てないわけではないので

すが、郊外に住んで車で 1時間以上もかけてマンハ

ッタンまで通っている。もちろん、郊外の家は、わ

れわれの考えているのとはけたが違うような家で、

ウサギが走り回っているような森もあるような環境

抜群のところが多いのですが、子育てをしているあ

いだはそういうところに住み、奥さんも働かないで、

専業主婦で家にいる。豊かな生活というのは、そう

いう郊外に住むことなのかもしれません。



田園都市の構想

八回 ところで、平山さんは、プロジェクトは山ほ

どあるとおっしゃいましたカ人そのプロジェクトを

官がやるべきなのか民がやるべきなのかという大問

題があると思います。民がやったら、失敗したとこ

ろはとにかくつぶれるというかたちで責任を取るわ

けだから、かなり慎重にやらざるをえない。一方、

官がやる場合には、とにかく誰も責任を取らないわ

けで、したがってプロジェクトの詰めがきわめて甘

くなるということがあると思います。

そういうことを前提にしたうえでですが、すでに

市街地があるところを整理して、美しい田園都市を

つくるということが、本当に民間でできるのでしょ

うか。

浅見 なかなかむずかしいと思います。なぜかとい

えば、ひとつには、民は事業の収益性を計算します

が、たとえば田園都市をつくったときにどれだけの

価格がつけられるかということをまったく予測でき

ないからです。計画段階でのプロフィット計算がで

きないのです。一方、意見集約をするための社会的

なルールがあまり整備されていません。そのため、

土日に行って地権者といろいろな話をしたりするな

ど、交渉コストが非常にかかるような状況になって

います。さらに、権利関係が複雑に入り組んでいて、

権利を整理するのにコストがかかったり、土地を集

はった・たつお

1943年東京都生まれ。

1966年国際基督教大学

教養学部卒業。 1971年

ジョンズ・ホプキンス
大学PhD 。大阪大

学社会経済研究所教授

などを経て、現在、東

京大学空間情報科学研

究センター教授。

著書：『東京問題の経

済学』（共編着、東京

大学出版会）ほか。

浅見資産価値が300万円まで下がれば、できない

ことはないかもしれませんが、問題はマンションな

り土地なりが虫食い的に空いてしまったときに、整

理する仕組みが整っていないことです。

森泉 もちろん、コーディネーターの役割は重要で、

すが、できるのではないかと思います。

八回 たとえばコストはある程度わかるかもしれま

せんが、利潤がわからない。そこで、とにかく最初

の l、 2例は官でやって模範を示してもらって、値

段がどのぐらいになるかを示すということにしたら

どうでしょうか。

浅見成功例をつくれば、もちろんありうるでしょ

うし、しかも合意形成も楽になると思います。

森泉ただし、それは10年はかかるプロジェクトで

約しようとすると税制面で不利な扱いを受けるとか、 す。

とにかく社会的な制度の多くが、共同で何かをしよ

うというときにうまくいくような仕組みが用意され

ていないし、場合によっては弊害にもなっているわ

けです。なかでも、固定資産税や不動産関連の税制

などは典型だと思います。

森泉私はできるのではないかと思います。森ビノレ

は六本木ヒルズの開発を成功させたわけですからね。

浅見 それは都心だからですよ。

森泉郊外でも、いいプロジェクトであれば、でき

ると思います。資産価値だっていまよりも上がるわ

けですからね。

浅見六本木ヒルズは30年かかっています。それに、

田園都市というのは木々などの植物がかなり育って

きてはじめてそのよさがわかるのです。

八回 筑波大学にしても、最初のころと今とでは印

象がまったく違いますからね。

浅見 つまり、本当の意味でのプライスがつくまで

に20～30年かかるということです。

八回 そうかもしれません。

浅見ただ、ある企業が行なったプロジェクトです

が、借地方式だったため、地主の要望で高い木を 1

本も切ることができず、したがって家は木々を避け
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るようにして建てられているのですが、そうである

がゆえに非常にいい住宅街になっている。先日、町

並みに関する賞を受賞したほどです。

森泉 それは日本での話ですか。

浅見 そうです。田園都市線沿線にあるのですが、

そういうプロジェクトが日本でも成功して、かなり

の評判を得ていることも事実です。

平山 そういうプロジェクトをどう成立させるかと

いうことを考えないといけないと思いますが、一方

で、長期的に見た場合、住宅の供給量は減らさざる

をえないことも現実だと思います。

森泉都心の住宅供給過剰という「2010年問題」が

起きるかもしれませんが、供給過剰になれば価格が

下がるだけで、別に問題はないと思いますが…・・。

八回 それはマンション業者が考えればいいことで

あって、問題は、消費者がどれだけ得をするかとい

うことだと思います。そうだとすれば、供給が増え

たほうがいいに決まっています。

森泉 問題は都心に引っ張られたときの残った部分

ですね。そこの部分の質がどんどん劣化していって

しまうと困るということです。

浅見 そうならないためには、田園都市に再開発す

るか、あるいはドイツみたいに本当に自然に返して

いくということを、必要に応じてトラスト運動など

と合わせてやるということでしょうね。

八田 家だけではなくて、田や畑も林に戻す必要が

あるかもしれません。そういうことを大々的にやれ

ば、雇用も確保できますからね。（笑）

「空き家j をどうするか

八回 しかし、自然に戻すのと田園都市をつくるだ

けでは足りなくて、郊外の住宅地で衰退していくと

ころも出るだろうと思います。そういう郊外のスラ

ム化は避けられないのでしょうか。

浅見 そのときに考えなければいけないのは、放置

されている空き家を持ち主の権限が強く守られてい

ると、だいぶ、事情が変わるでしょう。郊外における

コミュニティのっくり方とか、地域の介在の仕方が

重要だと思います。おそらく所有者に断りなしには

何もできないという状況だと、現行では所有者とし

ては、それを放置したからといってあまりコストが

かかるわけではないので、放置してしまうことにな

り、そうするとどうしても地域は衰退してしまう。

それは経済学的にいえば、外部不経済を周辺にま

き散らしてしまうことですから、たとえば、捨てら

れかけたような住宅についてはコミュニティが管理

できるというような仕組みをつくっていかないと、

郊外住宅のスラム化は避けられないのではないでし

ょうか。

八田 それがいちばん大きな問題ですね。要するに、

空き家をどうするかということで、そもそも所有者

自体が空き家にしておきたくないような環境をつく

るべきだし、仮にほうっておく場合には周りの住民

が管理できるような仕組みが必要でしょうね。

浅見 たとえば木造で廃屋になってしまっていると、

だれが入っているかわからないし、下手すると放火

されたりして火事を起こすかもしれない。そうでな

くても廃屋があるということだけで地域のイメージ

が下がりますから、資産価値も下がってしまう。だ

からいろいろな意味で地域にとってマイナスなので、

ほうっておくことで地域に対して与えるマイナスを

チャージする必要があると思います。そうすると、

持ち主ももう少し違うインセンティプが出るのでは

ないでしょうか。

八田 それはいいかもしれません。

浅見何かしらそういう対策を講じないと、衰退地

域の問題は解けないと思います。

八回 単なるスラム化ではなくて、それなりに経済

力もあるような人が持っている土地が放置されるた

めに荒廃していくという問題です。アメリカのスラ

ムとは別の意味での問題なので、そういう人たちに

最低限の維持管理をさせるような制度をつくるべき

だと思います。

平山 住宅土地統計調査をみても住宅複数所有の世

るため、手をつけられないという問題です。それを、 帯がかなり出てきているし、実際、学生といろいろ

周辺に住んでいる人たちの決定で若干の介入ができ 調査していても複数所有の人がかなり多いことがわ
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かります。親世代と子世代を含む「家族」の単位で

みると、ひとりつ子同士の結婚で、両方の親がそれ

ぞれ家を持っていて、自分でも家を買っていて、東

京転勤になったけれども持ち家が売れないから東京

近郊にまた家を買ってという、まさに「家だらけ」

の家族が増えています。

森泉 これからはますますそうなりますね。

平山 そうだとすると、「空き家jの問題を解決す

るヒントは、世帯の側がどう動くのか、つまり、家

をたくさん持っている親と子を含めた「家だらけ家

族」がどう動くのかというようなところにあるかも

しれませんね。

八回 空き家を管理して、賃貸に出してくれるよう

な会社があるといいですね。浅見さんがおっしゃっ

たように、環境を悪くするとチャージがかかるとい

うことになったら、即座にそういう市場が現れてく

るかもしれません。

浅見 「留守 2倍jというような言葉があるそうで

す。留守宅では共同でやるべき地域での管理行為を

行なうことができない。そこで、地域での管理に要

する費用は、住人のいる家の 2倍を徴収することに

ひらやま・ょうすけ

1958年大阪府生まれ。

1988年神戸大学大学院

博士課程修了。神戸大

学発達科学部助教授な

どを経て、現在、同教

授。

著書．『不完全都市

神戸・ニューヨー

ク・ベルリン』（学芸

出版社）ほか。

なことも起こりうるので、そのへんをきちんと担保

するというか、安定的になるような仕組みを考えて

おかないといけないと思います。

八回 利子率が上がったり下がったりするというこ

とですか。

森泉 そうです。したがって、民間金融機関は、そ

れをうまく平準化するようなノウハウあるいは新し

したことがあるそうです。なるほどなと思いました。 い金融技術を身につける必要があるということです。

八回 そうでしょうね。 浅見住宅金融モーゲージのマーケットの変動幅が

住宅金融のあ b方

八回 ここで、住宅金融の今後のあり方についての

議論に移りたいのですが…・－。

森泉 これまでの持ち家推進政策のもとでの住宅金

融は、住宅金融公庫が担っていて、 3割から 4割く

らいの新規住宅建設に補助をしていたわけですが、

これは周知のように、かなりの財政負担になってい

ました。したがって、民間金融機関が住宅金融公庫

の代わりをし、住宅金融公庫が証券化支援機関にな

ることは、私は、いい方向であると思っています。

ただし、そういうことになると、モーゲージのマー

ケットが資本市場、金融市場と密接になって、資

本・金融市場に号｜っ張られるかたちで住宅金融モー

ゲージのマーケットの変動が激しくなるというよう

大きくなること自体は理解できるのですが、住宅金

融公庫が証券化の支援機関になると、まったくへツ

ジする力はなくなるということですか。住宅金融公

庫は、郵貯などを使って長期に運用して、今までは

実質的には安定化する作用を持っていたと思うので

すがー －。

森泉 もちろん、それは長期の金利ですが。

浅見 そうだとすると、いま住宅金融公庫の改革議

論で欠けている点はまさにそこで、それをへッジす

るような仕組みを持った機関がどこかにないと、証

券化だけを支援しでもうまくいかなくなってしまう

のではないかということになる。

八回 金利の変動に関していえば、元をたどれば、

金融公庫はなにしろ郵便貯金から借りたので法外に

高くなるということはなかったのですが、これから

は金利の変動はむしろあるべきだと思っています。

本来ならば、景気がよくなって民間投資が盛んにな
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っているときには、金利は高いわけですから、住宅

建設は、不況で金利が下がったときまで先延ばしす

ればいい、つまり、不況のときこそ住宅を建てるべ

きだと思います。

今までは、好況の真っ最中でもむりやり安い金利

にして、ある意味で住宅産業のほうに顔が向いてい

たわけです。住宅建設が民間投資と競合するような

仕組みをつくったわけで、これはやはりまず、かった

のであって、住宅建設は好不況に合わせて減ったり

増えたりするほうがいいのではないかと思います。

次に、リスクという問題ですが、住宅金融のリス

クにはいくつかの側面があります。たとえば、借り

た人が返せなくなるというデフォルトのリスクがあ

りますが、今度の証券化の仕組みではデフォルトの

リスクは証券化支援機関がとることになっています。

ということは、もちろん証券化するときの利子の一

部にそれを含めるということです。さらには、大々

的な、だれも払えないというような地震をはじめと

する自然災害などが起きた場合には、政府が金を用

意することになると思います。

また、これまでの制度では、住宅金融公庫が高い

金利で借りておいて融資した分が、金利が低くなっ

たときに期限前償還で返ってきてしまうというリス

クがありました。そして、その返ってきたお金をど

こにも貸しょうがなく、その分の金利を穴埋めする

というシステムで、それが数兆円もあったわけです

が、新しいシステムでは、証券化支援機関はこのリ

スクを持たないということになりました。

では、期限前償還リスクはだれが負うのかといえ

ば、それは投資家です。期限前償還が起きたら投資

家は損をするということを覚悟したうえで投資して

くださいということです。それを避けたいならば、

デリパティブを使えばいい。へッジを使って、リス

クを避けたい人だけがやればいいということです。

非常に早く償還されるローンと、次に返ってくるロ

ーン、さらにはいつまでたっても期限前償還されな

いローンなどを組み合わせて、別々の証券を組み立

てて、金利を別にして、それぞれ使用目的が違う人

に売り出すわけです。これは、アメリカでは広く使

われている方法です。
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森泉 ただ、デリパティフゃを使っても必ずしもうま

くいくともかぎらないという気もします。

八回 たしかにそうかもしれませんが、アメリカで

はそれをやっている。もちろん、それなりにコスト

がかかるので、全員がそれをやれるわけではありま

せん。

森泉 そうですね。それに、マーケット自体がかな

り大きくないと、リスク分散ができないということ

もありますね。

八回 おっしゃるとおりで、アメリカでは住宅証券

の市場は国債より大きいのです。そこまで育つのに

長い時聞がかかったと言われるのですが、アメリカ

でそれほど、時聞がかかったのはコンビュータが未発

達だったからです。証券化には基本的にコンピュー

タが不可欠なものだと思います。だから日本ではけ

っこう早く浸透するのではないかと期待しています。

森泉 プライシングの問題は技術的にはかなり難し

いと思いますが、それは慣れて、勉強していくしか

ないでしょうね。

平山 日本は住宅金融公庫の融資をやめて、アメリ

カのフアニーメイやフレディマックなどのようなシ

ステムに置き換えようとしているわけですが、そう

したとしても、果たして公共セクターのコストは本

当に減るのかという疑問が残ります。実際、市場安

定化のためにアメリカはかなりの金を使っているの

ではないかという気がしています。

八回 期限前償還の数兆円がなくなるわけですから、

たとえ市場安定化のための金がかかるにしても、節

約効果は大きいのではないでしょうか。

森泉 それに、デフォルトは完全に転嫁していくわ

けですからかなり楽になる。

八回 デフォルトは最終的には政府がリスクをとる

ことになるのですが……。

住宅税制の今後のあり方

八回 次に住宅税制についてですが、ポイントは譲

渡益税が住宅を中古市場に出すことの障害になって

は困るということだと思います。そこで、ひとつに



は譲渡益税を廃止することが考えられるわけですが、

そうするとみんなが住宅に投資するようになって、

アメリカのように他の産業に向かうべき資金が住宅

産業に向かうということになってしまいます。

もうひとつの方法は、延納を認めることです。売

った家よりも小さな家を買って譲渡益が出た場合で

も、譲渡益税の延納を認め、その代わり死亡時に払

うというシステムにするわけです。特に高齢化時代

になって、その人が死んだときに税収が入ってくる

ということですから（笑）、これは税収の確保とい

う点から考えても非常にいいシステムではないかと

思っています。生前には譲渡益税をとらないのだか

ら、ある意味では廃止ですが、正確に言うと、死ぬ

まで先延ばしにするということです。

平山 そのような住宅税制をとっている国があるの

ですか。

八回 カナダでは、生前に売ったものの先延ばしは

していませんが、持っていた住宅については死んだ

時点で譲渡益税を取ることになっています。

平山死んだときにすべて清算する。

八回そうです。

浅見 そうだとすると高齢者は大事にされるでしょ

うね。（笑）

八回 そう。なるべく死なないでくださいと…・。

（笑）

浅見譲渡益税の話ではないのですが、現在の住宅

税制では政策的に税制をかえることができないよう

になっています。しかし、住環境という問題を考え

たときに、先ほど話題になったように近隣に悪影響

を与えているような開発があった場合に、たとえば

都市計画税の税率を高くできる仕組みをつくってお

けば、それなりの解決策になるのでないかと思うの

です。

八回 おっしゃるとおりで、空き家にしておくこと

に対する環境税を課すということですね。それは、

建築基準法に違反した場合に取り崩しを命ずるので

はなくて、たとえば建蔽率違反の度合いに応じて税

金をとるということにも通じますよね。

浅見 そうです。つまり、許可する、許可しないと

いう Oか1かの政策ではなく、社会的影響に応じて

もりいずみ・ょうこ

1944年兵庫県生まれ。

1973年慶慮義塾大学大

学院経済学研究科博士

課程修了。杏林大学講

師を経て、現在、神奈

川大学経済学部教授。

論文目「日本における

住宅需要の所得弾力性

についてJ（『季刊理論

経済学J）ほか。

連続的に土地の課税単価を上げるようなかたちにす

ることによって、いろいろなインセンティプを引き

起こすということです。そうでないと、片や厳格な

執行、片やお日こぽしということでは、どうしても

不正が働くことになって、なかなかうまく調整でき

ないと思います。

八回 政策手段として、外部不経済をコントロール

するような税を重視していくべきだということです

ね。

平山 ただ、住宅政策で税制を使う場面が以前より

も増えていますね。最近では、生前贈与額が大幅に

増えたり、ローン減税が延長されたりと、ひたすら

供給刺激策がとられています。しかし、一方では

「建議jにあるように、ストック市場を重視しよう

という流れがあります。ストック重視といいながら、

やっぱり供給刺激策に走ってしまう、というところ

に矛盾を感じます。この相反するような流れをどう

考えればいいのでしょうか。

八回 基本的には景気対策という面があるというこ

とだと思います。住宅税制による供給促進策には 2

つの側面があります。ひとつはパーマネントな補助

政策の側面で、たとえば、ハウスメーカーが普から

要求しているホームローン利子の所得控除などです。

アメリカと同様に日本でも認めて、勤労者が家を買

いやすくしてほしいというのですが、私はこれには

反対です。なぜなら、住宅の場合には帰属所得が課
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税されていないわけで、コストだけを引くというの

は理論的におかしいからです。

もうひとつの側面は、景気が悪いときに税制によ

って住宅投資を刺激するというものです。実際に不

況があり、失業があるときには刺激して、好況のと

きにはほうっておく、というシステムは必要だと思

います。とにかく現在は、ブルドーザーも人間も余

っているわけですから、余っているときにこそ住宅

をつくるべきなのではないかと思います。

浅見ただ、景気対策としての住宅税制を、たとえ

ば5年サイクルで緩和するというようなことをやっ

ていると、市場が学習してしまい、 3、4年目には

またそのうち緩和されるに違いないということで住

宅建設を待ったりするというような、変な影響を市

場に与えてしまう可能性があるような気がします。

森泉 しかし一方では、家族のライフサイクルとか

いろいろな要因で住宅を建てるのであって、「待つj

ことはなかなかできないという可能性も高いのでは

ないですか。

八回 それは、借家制度を充実させればいし」

森泉一般的には、金利が低いときに借りて家を建

てようとするし、金利が高いときにはちょっと待と

うかなという気になるのではないかと思いますが

八回 本当はそういうことができれば非常にスムー

ズなのです。値段が高くなったときに売ってしまう。

そしてしばらく借家に住んで、安くなったときにま

た大きいものを買う。しかし、ファミリ一向けの借

家がないから、利子が安くなるまで借家住まいする

などということは、これまでは考えられなかったわ

けです。

浅見ただ、現実に東京の動きを見ていると、金利

が高くなってきたときに、やっと住宅建設が増える

ようです。（笑）

ライフサイクルと住宅

平山 ライフサイクルと住宅ということを考えた場

合、昔はある程度人生設計ができたのですが、パブ
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ルを契機に、状況は一変してしまったようです。私

の同級生の多くはバブルが終わった直後の時期に家

を買ってひどい目に遭っています。平均で2000万円

くらい損をしているのではないでしょうか。自分は

何も悪いことをしていないのに、とみんな嘆いてい

ます。（笑）

また、たまたま今は住宅ローン減税があって得す

るとか、それが今度はなくなるかもしれないとか、

そういう意味での「リスクJ、つまり自分の努力な

どはあまり関係ない要因で住宅資産の浮き沈みに一

喜一憂するという状況が表れています。

森泉 それがまさしく「リスク」です。

八回 戦前の景気変動はこんなものではありません

でした。景気が悪くなったら東北の農村ではそれこ

そ娘を売らなければいけないような時代だったわけ

です。それに比べたら、戦後は景気の波がずいぶん

緩くなったと思います。

森泉 その反面、違ったかたちのリスクがあります。

先ほどおっしゃった金利のリスク、それから住宅価

格のリスク、それに地価のボラティリティの影響は

けっこう大きい。ですから、ローンを組んで住宅を

買って、しばらくしてその家を売ろうとしてもロー

ンも返済できないというような価格になってしまっ

たという状況はたしかにあると思います。

八回 戦前は、日本人の約8割が借家に住んでいた

わけですから、その種のリスクを負うのはほんの一

部の人に限られていたわけです。繰り返しになりま

すが、借家市場をもっと充実させることが、ひいて

はリスク回避につながると思うのです。

森泉高齢者の住まい方にも関連するのですが、住

宅統計調査によると、ひとりで住んでいながら台所

が2つもあるという高齢者世帯が数パーセントもあ

ります。全国レベルで言えば、住宅が有効利用され

ていないわけです。いま、介護設備の整った有料老

人ホームもたくさんできていますから、住宅の質を

落とさないようにできれば、高齢者が自分の家を売

るのではなく、誰かに貸して、その家賃収入で老人

ホームに入るというようなこともできると思＼います。

浅見 それが定期借家ですよね。

八田 その場合、貸す際のノウハウも必要になりま



すね。素人が口約束で貸して、たとえば家賃を払っ リカではやはり税制が歪んでいて、ほかの資産より

てもらえなかったり、部屋を乱暴に使われたらどう も住宅を持っていたほうが有利だからみんな住宅を

しようもありませんから、家を管理しながら賃貸に 買うのです。所得が少しでも上がるとすぐに大きな

出してくれるようなビジネスが必要になってくるで 家に買い替えるのは、それが税制的にいちばん有利

しょうね。 な資産運用だからです。

森泉 そういうビジネスは十分ありうると思います。 平山 たしかにアメリカでは過剰投資になっていま

八回 それに関連して言えば、若い人の住み方で日 すね。それに対して日本では、先ほどいったように、

米でかなり違うのは、日本ではワンルームマンショ 中間以上の階層では家だらけの自分をどうマネジメ

ンとか庭先アパートが主体で、学生も OLも1人で ントするかという問題が深刻になっているわけです。

住む人が多いですが、アメリカでは 1軒の家全体を （笑）

何人かで借りるというケースが多く見られます。た

とえば、 5人で1軒の家を借りるとか、 3人で分譲

マンションのひとつをレントするわけですが、ワシ

ントンの OL4人が集まって 1人10万円ずつ払えば

40万円になりますから、かなり立派な一軒家が借り

られます。日本の若い人にはそういう選択肢がほと

んどない。おそらく定期借家の運用がまだ始まった

ばかりなので、そういう約款のっくり方がうまくい

っていないからで、そういう選択肢があれば貸すほ

うも楽だと思います。

浅見 日本の賃貸借市場では、家主はサプリースに

対する抵抗感がありますよね。八回さんがおっしゃ

八回身につまされる。（笑）

森泉 日本では若い時の持ち家率は低いのですが、

70歳台では約80%の持ち家率になっています。少子

化で子ども 1人の家族が増えていますから、平山さ

んが「家だらけ家族jが多くなるというのも、もっ

ともだと思います。

住宅セーフテイネット政策

八回 最後に、住宅セーフテイネット政策について

議論したいのですが、具体的には公営住宅をどう考

ったアメリカの例は、私も見てきましたが、実際に えるかということと、家賃補助をどうするかという

は学生が 1人で借りて、友達を募って、そこにサブ ことがあると思います。

リースする。自分がまずいちばんいい部屋をとって、 平山 公営住宅に関しては、「建議」は公平性を問

それ以外の部屋は貸して間借り人から賃料を集めて 題にしています。昭和34年の改正で、明け渡し努力

まとめて払うわけです。

森泉契約の問題ですね。

浅見 アメリカでは契約書にサプリースの条項が書

いてありますからね。

平山 日本の20代、 30代は、英米に比べると持ち家

率がきわめて低いという特徴があります。アングロ

サクソンの国では、もちろん中間層の話ですが、大

学を出たらとにかくすぐに家を買う。それは自分が

住むためのものではなくて投資用で、アメリカもイ

ギリスもバブルとその崩壊を経験していますが、彼

らは住宅価格の変動を大きな循環と見ているらしく

て、長期的にはとにかく若いうちに買ったほうが得

だと考えている節があります。

八回 イギリスの場合はどうか知りませんが、アメ

義務の制度が成立したわけですが、その時から今に

至るまで議論の骨格はまったく変わっていません。

公営住宅に入れる人と入れない人の不平等をどうす

るかという議論です。この問題を解こうと思ったら、

公営住宅だけを見るのではなく、同じ所得階層で公

営住宅に入れない人がどうなっているかが問題です。

そういう観点から欧米では家賃補助が出てきたのだ

と言えます。

たとえばイギリスでは、公営住宅を大量に売却す

る一方で、それに反比例するように「ハウジング・

ベネフィッ卜」（家賃補助システム）の支出がロケ

ットのように増えています。アメリカの家賃補助の

「セクション・エイト」はたいして増えていません

が、しかし公営住宅以外に低所得者向けの制度があ
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ります。それに対して日本の住宅政策は、建設行政

としての体質というのでしょうか、（笑）モノに対

する投資以外に政府は金を使いたくないというよう

なところがあって、国土交通省マターとしての住宅

政策にこだわっていると、家賃補助に踏み出すのが

むずかしいと思います。公営住宅しかない、その公

営住宅を縮小するというやり方では、原理的に公営

住宅の公平性の問題は解けません。

浅見 たしかに、公営住宅の議論で家賃補助の話が

ので、家賃補助は時期尚早だという議論がなされて

いたように思います。しかし、量的には住宅も十分

すぎるほど増えたので、家賃補助で公平性の問題を

クリアする段階に日本は入ったということですね。

浅見 そうですね。それに、たとえば住宅金融公庫

融資のように条件を付けて家賃補助することもでき

ます。つまり、住宅をよくすることへのインセンテ

ィブをつけたり、最終的には家主の利益にしかなら

ないようなことにしないための措置をとることがで

出ると、最終的には生活補助というような、どちら きるということです。そうすることによって、質の

かというと厚生労働行政の話になってしまいますね。 悪い賃貸住宅はある程度駆逐されていくということ

そうなると、どこまでが住宅政策なのかがわからな にもなると思います。

くなってしまう。これは、よくいわれるように縦割 平山 公営住宅に関しては、入居者の所得捕捉とい

り社会であるために問題となります。また、家賃補 う、古くて新しい問題があります。入居できるのは

助には、対象者がいくらでも広がってしまって財政 年金生活者と自営業者だけだと、しょっちゅう指摘

に負担がかかりすぎるという問題とか、行政が個人

に対してお金を渡すことに対するある種の抵抗感と

か、家賃補助をすると市場の家賃水準を乱して、正

常な家賃がわからなくなることによる非効率性の問

題等があると思います。

しかし、一方で公営住宅では必ず弾き出される人

がいて、不公平の問題が避けられませんが、家賃補

助は、かなり弾力的に設計することができて、たと

えばある程度所得が高い人に対しては家賃補助額を

されます。

浅見 ただ、ある都道府県の公営住宅について議論

をしているときに聞いたのですが、実際に入居して

いる人の職業は、いわれているほどの偏りはないよ

うでしたが……。しかし、所得ゼロという人がかな

り多いのには驚きました。

森泉名義が親で、親の所得はゼロだけれども、子

どもが稼いで、いるという世帯もあるのではないです

力、D

少なくするということはいくらでもできるわけです。 浅見 その場合、世帯収入でみれば、ゼ、ロというこ

また、公営住宅は一度つくってしまうと、管理にい とはないでしょうね。公営住宅に住んで、いる人がべ

ろいろな費用がかかり、今後の人口減少を考えると、

少なくとも人口当たりの公営住宅戸数は増えること

になり、その分当然負担も増えるわけです。それに

対して家賃補助は人（あるいは世帯）に対してなさ

れるわけですから、人口が減ればその分財政負担も

減らすことができるということで、政策の柔軟性と

いう意味においても、かなり優れていると思います。

したがって、長期的に見ると、公営住宅は少しず

つ減っていかざるをえないし、減っていくべきかも

しれません。その代わり家賃補助をうまく組み合わ

せて、弾力的に運用するというのがいいと思います。

平山 家賃補助が必要だという議論は、実は20年ほ

ど前から日本でもやっていましたが、その時点では、

日本はヨーロツパに比べてまだ家が少ないし小さい
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ンツに乗っている、というような言われ方がなされ

ます。これは、資産を把握することがむずかしいと

いうことなのでしょうが、一般の人からすれば納得

がいかないということになります。

八回 「所得」が条件なので、いくら資産を持って

いても障害にはならないでしょうね。

浅見正確に言うと、「住宅」を持っていれば別で

す。

八回 基本的には、ベンツとかプラズマテレビなど

はその帰属賃料を計算して、その分の所得があると

みなして判断すべきなんでしょうね。

浅見仮に東京の公営住宅に住んでいる人が東京圏

に資産をもっているのであれば捕捉のしようもある

かもしれませんが、たとえば北海道とか九州に資産



を持っているとすると、それをすべて把握するのは

非常にむずかしいのが現状です。

八。田 自己申告制にして、もしうそがあったらあと

で罰するという手もありますね。

公営住宅から家賃補助へ

平山 資産調査もやるということになると、政策原

理的には住宅政策というよりは公的扶助ということ

になります。そうなってくると、公営住宅の性質は

大きく変わります。

浅見 セーフテイネットとかいうことになると、よ

けいそれに近くなるでしょうね。

森泉家賃補助や公営住宅というような住宅政策は、

生活補助的要素が強いので、本来的に福祉政策とド

ッキングせざるをえない性質のものだと思います。

したがって、住宅政策だけではなく、所得補助的な

意味も含めて考えていくほうがいいのではないかと

いう気がします。

しかし、不十分なかたちではあるけれども、定期

借家が出てきたので、家賃補助の芽が初めて出てき

たということもいえる。今後、一般の住宅が定期借

家として供給されていくということになれば、新築

の公営住宅をつくるよりも家賃補助のほうがはるか

に能率的だろうと思います。

いまのままだったら、仮に、大企業に勤めている

サラリーマンで小さな家に住みたいという若い人と

中高年の低所得の人が家を借りたいといってきたら、

ほとんどの大家さんは大企業のサラリーマンに貸す。

家賃をきちんと払ってくれる可能性がはるかに高い

からです。そうだとすると低所得者の人は、家賃を

きちんと払う用意があるにもかかわらず、統計的に

は払わない人がある程度いるがゆえに、市場からは

ねのけられてしまうことになる。そのようなことが

起こらないようにする方法として、リスクプレミア

ムを公的に負担するということが家賃補助の意味だ

と思います。

同時に、大家さんは補助を受け取ることによって

「家賃」がもらえなくなるかもしれないというリス

浅見 イギリスは一体化していますね。 クが減るので、そのベネフィットに対して、たとえ

平山 そう、ハウジング・ベネフィットはどちらか ば住宅の質を担保するとか、場合によっては政府が

というと厚労省マターのような位置づけですからね。 補助をだしたものに限つては「正当事由」を認める

八回 そうだとすれば、厚労省に属させるべきで、 というような政策も考えられるのではないかと思い

国交省はやめてしまったらいいと思います。アメリ

カでは住宅都市開発省（Department of Housing 

and Urban Development: HUD）になると思し〉ま

すが、いずれにしろ、国民にとっていいことのほう

が重要で、役所にとってどうあるべきかというのは

ます。

浅見 「正当事由」ではありませんが、ドイツの社

会住宅の制度では、政府の補助をした場合には、大

家さんは賃借入を政府のリストから選ばなければい

けないというかたちになっています。つまり、やや

どうでもいいことです。 もすれば市場で差別されるような人に優遇的な措置

ただ、なぜ、今まで公営住宅という制度を行なって をとるということです。

きたかというと、そのひとつの大きな理由は、まと 八回 日本の今の借地借家法の「正当事由jはあま

もな賃貸住宅市場がなかったからだと思います。借 りに悪用されてしまっていますが、たとえば10年の

地借家法があったために、質の惑い住宅をつくって、 期間の前に追い出すということがあれば、家賃何カ

できるだけ回転率を高めることが大家さんの利益に 月分の立ち退き料を払うというかたちの「正当事

つながったわけです。したがって、賃貸ではない一

般の持ち家の住宅が賃貸として供給されていくメカ

ニズムがなかった。つまり、家族向けのきちんとし

た借家がなかったので、家賃補助しようにもできな

かったということです。

白」はあっていいと思います。ただし、そのような

努力をする大家さんに対して、政府が家賃補助を通

じて補償してあげるということはあってもいいと。

平山 しかし相変わらず、家賃補助が始まる気配は

感じられないですね。
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浅見実際には地方自治体では、すでにはじめてい

ると思いますが・・…・。

平山 たとえば高齢の低所得者に限定するというよ

うに、ターゲットを絞ってやっている、ということ

です。

八回 そもそも公営住宅の対象を所得区分の下から

25%というのを、たとえば15%にしていくというこ

とはどうなんですか。

浅見 アメリカのセクション・エイトはかなり絞っ

ています。

森泉 よりよい住宅に移るということが条件になっ

ていますね。

平山 公営住宅に入っていない人は、今どこに住ん

でいるのでしょうか。

森泉民営の狭くて貧弱な住宅にいるわけです。公

営住宅に住んでいる人と比べると、民営住宅にいる

人のほうが所得は低くて年齢が高いという調査結果

も出ています。

平山 「25%Jをさらに絞るのであれば、はじき出

される人の住宅をどうするかという問題を同時に考

えないと、公平性の問題は解けません。低所得者向

けの唯一の制度をただ単に縮小するだけで新しい施

策を開始しない、というのでは何も解決しません。

浅見 いま行なわれている家賃補助は、自治体がや

っていて国レベルではないのです。これは問題で、

自治体がやっていると、親か本人が 1年以上その自

治体に居住しているとか何とか条件が付くのです。

人口を増やしたくでしょうがない自治体でも、なぜ

かそういう条件を付ける。私はある会議で、そんな

に人口を増やしたいのなら、外部からの人に限定し

て家賃補助をすればいいといったのですが、議会が

承認するはずがない、といわれてしまいました。

（笑）しかし、どこに住むかの自由を奪うようなか

たちでしか家賃補助がないとすると本来の意義が薄

れるので、福祉政策のようなものは何でも、オール

ジャパンでしないと効果がないと思います。

平山低所得者向けの政策は国レベルでないとでき

ません。地方自治体には、そうする動機がないから

です。

八回 ある自治体がそんなことをすると、みんな集
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まってきますからね。

平山 人が集まってきて、コストがかかるのに、税

収は足りない、負担は増えるということになってし

まいます。だから、自治体が公営住宅を積極的にや

るはずがない。住宅問題のシビアな部分には国が介

入せざるをえない。

八田 そろそろ時聞になりましたが、今日の議論を

まとめると次のようになるのではないかと思います。

まず第 1に、これからは郊外で住宅に余りが出て

くる。それに対してどのような対策を立てたらいい

かというと、たとえば広々とした田園都市をつくる

ことができるような政策なり、税制なりを考えると

いうことです。それを官がやるか民間にやらせるか

という問題はあるけれども、どちらにしてもそれが

できやすいような制度的なフレームワークをつくっ

ていく必要があります。

第2に、高齢化社会の住まい方を考える場合には、

基本的には家を貸しやすくすることが重要で、持ち

家を人に貸して、その賃料で設備の整った老人ホー

ムで暮らすことができるようにすることです。そし

て、仮に家を売る場合には税制上の障害をできるだ

け取り除くことが必要だということです。

第 3に、公営住宅から家賃補助へと政策の力点を

移していくべきだということの必要性ははっきりし

ているけれども、なかなかむずかしい要素もあり、

とくに公営住宅に入居していない人たちの状況も勘

案しながら考えていかないと、真にフェアなシステ

ムにはなっていかないということだと思います。

ありがとうございました。 （完）

(2003年10月22日収録）



エディトリアルノート

住宅や土地の経済分析にも新し 都心にオフィスビルが建ち並んで 要素がはいることは否定できない。

い研究者が参入し新しい流れを作 住宅を追い出すという一面的な側 著者はより客観的な「あてはまり」

りつつある。新しい潮流は理論を 面だけが目につきがちであったが、 の程度を示す必要があろう。また、

背景に現実のデータから必要な情 「ノfフVレ」経済崩壊後の地価の下 地域が住宅ビルかオフィスビルか、

報を取り出し、現下の政策課題に 落、都心への人口の回帰等で複雑 という二者択一の定式化も極端す

正面から取り組もうとする野心的 な様相を示している。この新しい ぎよう。著者が認めるように両者

な研究プログラムとなっている。 展開の典型例がいわゆるオフィス の混在もあるし、そもそも実際に

本号の論文の著者笠島洋一氏もそ ビルから住宅へのコンパージョン は、ビルの中でオフィスに使われ

うした新しい潮流に属する研究者 であろう。こうした変化は人々の たり住宅に使われたりという「住

である。 経済合理性に基づく選択が都市の み分けjが起こっているからであ

笠島洋一論文（「住宅ビルとオ 「構造jを規定していることを示 る。また、著者が認めているよう

フィスビルの住み分けに関する実 唆している。笠島論文は、住宅ビ に、すべての地域で容積率が完全

証的考察一一指定容積率の変化に ルを作るか、オフィスビルを作る に使われているという仮定も非現

伴う住み分けの変化を考慮してJ) かという経済人の選択を定式化し、 実的である。これらはモデルの定

は、現在の都市、とくに東京にお それを東京のデータを用いて推計 式化に変更を迫るものであり、こ

ける住宅とオフィスの住み分けの している。得られたパラメータ推 うした変更が論文の結果にどのよ

問題を分析し、得られた結果を用 計値から、現実の土地利用を「予 うな影響を与えるのかは単に知的

いて指定容積率の変化がこの住み 測」してそれと現実値を比較、 興味だけでなく、政策評価にも大

分けにどのような影響を及ぼすか 「かなり説明できている」（図 1と きな影響を与える重要なポイント

を予測しようとする試みである。 図2）ことを示している。 である。新潮流を代表する著者の

「住み分けjに関しては、従来は もちろん、この評価には主観的 今後の発展を期待したい。（KN)
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研究論文

住宅ビルとオフィスビルの
住み分けに関する実証的考察
指定容積率の変化に伴う住み分けの変化を考慮して

笠島洋一

はじめに

本稿には 2つの目的がある。第 1は、住宅ビ

ルとオフィスビルの実際の住み分けを説明する

モデルをつくることである。具体的には、東京

都23区の商業地域、近隣商業地域における住宅

ビルとオフィスビルの実際の住み分けをlOOm

メッシュ単位で示す。現実の土地利用（後出図

1参照） 1）を説明するモデルを、本稿は提示す

る。このモデルでは、住宅ビルとオフィスビル

のそれぞれの指定容積率をパラメータとして含

んでいる。

第 2は、上のモデルを用いて、指定容積率が

変化したときに、住宅ビルとオフィスビルの住

み分けがどのように変化するかを予測すること

である。近年、指定容積率の緩和が議論される

ようになり、その便益や費用の計測が試みられ

るようになってきたが、もし指定容積率が緩和

されたときの住宅ビルとオフィスビルの住み分

けの変化が予測できれば、より精密な便益と費

用の計測が可能になる。まず、ある土地におけ

る住宅ビルとオフィスビルの住み分けが変化す

れば、住宅ビルとオフィスビルの異なる付け値

地代を反映して「便益」が変化する。さらに、

それによって通勤混雑の違いをもたらし、その

結果「費用」が変化する。このため本稿の結果

は、指定容積率緩和の費用便益分析の精敏化を

可能にする。本稿では、このような問題意識の

もとで、指定容積率変化に伴う住み分けの変化

を予測する。
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住宅とオフィスの立地を理論的に分析した研

究は、古くは Alonso(1964）が住宅の立地に

関して「付け値地代（bidrent）」という考え

方を示したのにはじまり、その後Ogawa and 

Fujita (1980）や Fujitaand Ogawa (1982) 

などにより、発展していった。

Ogawa and Fujita (1980）では住宅とオフ

ィスの立地のパターンが、パラメータの違いに

よって以下の 3つのパターンのいずれかになる

ことが理論的に導出されている。第 1は、都心

にオフィスが立地し、その周りに住宅が立地す

る単一中心（monocentric）のパターンである。

つまり、 Alonso(1964）で仮定される単一中

心都市を、その特殊形として含んでいることに

なる。第2は、住宅とオフィスが完全に混在し

て立地する完全混在（completelymixed）の

パターンである。第3は、都心では住宅とオフ

ィスが混在し、その周りにオフィスが立地し、

さらにその周りに住宅が立地するという非完全

混在（incompletelymixed）のパターンであ

る。 Fujitaand Ogawa (1982）ではさらに、

3つのパターンが導出されている。しかし、こ

れらの研究では、解析的な面に力点が置かれて

おり、このモデルを実証分析に応用することは

難しい。

経済学を背景に、ある地域の土地利用（住宅

とオフィスの立地）を実証的に説明しようとし

ている研究および指定容積率が変化したときに、

土地利用がどのように変化するかを実証的に分

析している研究は、筆者の知るかぎり存在しな



し〉。

そこで本稿では、それぞれの土地における住

宅ビルとオフィスビルの付け値地代を推定する

ことにより、住宅ビルとオフィスビルの現実の

住み分けおよび指定容積率の変化に伴う住み分

けの変化を実証的に分析する。そこでは、住宅

ビルとオフィスビノレで、より高い付け値地代を

提示する用途が選ばれる、という都市経済学に

おける基本的なアイディアが用いられる。ただ

し、付け値地代のデータは存在しないため、付

け値地代を直接推定することはできない。この

ため本稿では、まず住宅ビルとオフィスビルの

賃料開数と建築費用関数を推定し、その後それ

らを用いて、住宅ビルとオフィスビルの付け値

地代を推定するという方法をとる。この方法に

よって、東京都23区の商業地域、近隣商業地域

における住宅ビルとオフィスビルの付け値地代

をlOOmメッシュ単位で推定し、現実の住み分

けおよび指定容積率の変化に伴う住み分けの変

化を、実証的に分析する。

本稿では、住宅とオフィスの賃料関数をヘド

ニック分析により推定するが、そのような研究

は、 Witte, Sumka and Erekson (1979）や

Nagai, Kondo and Ohta (2000）、八回・唐渡

(2001）など多数行なわれている。本稿では、

オフィスの賃料関数をへドニック分析により推

定している八回・唐渡（2001) をふまえ、住宅

の賃料関数に関してもそれと対比可能なモデル

を構築し、分析する。

また、指定容積率緩和の便益と費用の計測に

ついては、八田・唐渡（2001）や山鹿・八田

(2000）などを基礎に、寺崎（2002）が東京C

B Dにおいて指定容積率を現行の1000%から

2000%に緩和したときの便益と費用を計測して

いる。しかし、そこではすべてがオフィスビル

になると仮定して計測を行なっている。本稿に

おけるシミュレーションの結果をこの研究の枠

組みに当てはめれば、より精密に指定容積率緩

和の便益と費用が計測できることになる。

以下では第 1節で、ある土地が住宅ビル用と

震

かさじま・ょういち
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課程修了（経済学修士）。現在、

同大学院経済学研究科博士課程

l年。

して使われるか、オフィスビル用として使われ

るかを決定するモデルを示す。そのモデルに従

い、第2節では賃料関数の推定モデル、第3節

では建築費用関数の推定モデノレを示す。第4節

では推定に用いたデータの説明を行ない、第 5

節では推定結果を示す。そして、第6節では第

5節での推定結果を用いて、現実の土地利用を

予測する。さらに、指定容積率が変化ときに、

住宅ビルとオフィスビルの住み分けがどのよう

に変化するかについても予測を行なう。

l土地利用の選択

ある土地を所有している地主を考える。地主

はその土地を住宅ビル用として使うか、オフィ

スビル用として使うかの、いずれかを選ぶ、とす

る。また、地主は自身ではこの土地を開発でき

ず、もっとも高い地代を提示するデベロツノfー

に開発を依頼するとする。デベロツノfーは同質

で、多数存在し、完全競争が成立しているとす

る。また、どの土地においても容積率は指定容

積率の限度まで使われると仮定する。

dを住宅ビルを建てたときの敷地面積 1m' 

当たりの付け値地代、 r；をオフィスビルを建

てたときの敷地面積 lm2当たりの付け値地代と

する九地主はより高い付け値地代を提示する

用途を選ぶ、ので、

r~ >r; (1) 

ならば、その土地を住宅ビル用として使い、

r~ ＜ rt (2) 

ならば、その土地をオフィスピル用として使う

ことになる3）。

次に、 r~ と rt がどのように決まるかを示す。
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簡略化のために、まずは住宅ビルを建てたとき

と、オフィスビルを建てたときの違いを考慮せ

ずに議論をする。ここでは、寺崎（2002）のモ

デルを足がかりに議論を進める。

れを t期にデベロッパーが地主に払う敷地面

積 1m＇当たりの地代、 Rt（・）を t期にデベロツ

パーが受け取る床面積 ld当たりの賃料収入、

Mを延べ床面積、 Hを敷地面積、 Kを総建築費、

iを利子率、 fを指定容積率、またデベロッパ

ーの生産関数を M=M(H,K）とする。このと

きデベロッパーは、以下のように利潤の割引現

在価値 πを最大にするように行動するとする。

IDifXπ＝ 100｛貯（・ )M(H,K）耐｝e-1'dト K

MH.Kl 
s.t. f宝~-s::f

ここで、 Rt（・）， ftは毎期一定とすると、以下の

ように単純化される。

IDifX n'=R＊（・）M(H,K) rH iK 

M H.Kl _, 
S.t 一一一ー←ー←与I

c. H ~· 

πFは1期当たりのデベロッパーの利潤と考え

ることができる。さらに、容積率は指定容積率

の限度まで使われるという仮定より、 M(H,

K)/H=fとなり、 Kは、 Hとfのみの関数に

なる。したがって、デベロッパーの 1期当たり

の利潤 πFは以下のように決まる。

π’ニRキ（・）M(H,K(H, f))-rH iK(H, f) 

いま、デベロッパーは多数存在し、完全競争

が成立していると仮定しているので、ダ＝0つ

まり R＊（・）M(H,K(H, f))-rH iK(H, f)=Oと

いう関係が成り立つ。この式を rについて解く

と、以下のようにデベロッパーの提示する敷地

面積 lm＇当たりの付け値地代げが求まる。

r＊二R＊（・）f ik(H, f) (3) 

ただし、 k(H,f) = K(H, f) /Hは、敷地面積 1

ぱ当たりの建築費を表す。

寺崎（2002）でも（3）式と同様の式が導出され

ているが、ここで、住宅ビルを建てたときと、

オフィスビルを建てたときの違いを考慮し、以

下の拡張を行なう。
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R~（・）を住宅ビルを建てたときの床面積 l m' 

当たりの賃料、 Rci（・）をオフィスビルを建てた

ときの床面積 1m＇当たりの賃料、 fhを住宅ビ

ルの指定容積率、 f。をオフィスビルの指定容積

率、 hを住宅ピルの敷地面積 1m＇当たりの建

築費、 k。をオフィスビルの敷地面積 1m＇当た

りの建築費、 Hhを住宅ビルの敷地面積、 Hoを

オフィスビルの敷地面積とする。このとき（3）式

より r~ ， rciは以下のように決まる。

r~ ＝ R~（・）fh ikh(Hh, fh) 

rci=Rci（・）f。 ik。（Ho,f。）

したがって、 R~（・）， Rci（・）， kh(Hh, fh), k。（H。，

f。）を推定できれば、与えられた fh,fo, i, Hh, Ho 

のもとでの、 r~ と rci が推定できる。これを（1)

式、（2）式に代入することにより、その土地が住

宅ビル用として使われるか、オフィスビル用と

して使われるかを知ることができる。

以下では、第 2 節で R~（・）， Rci（・）の推定モ

デルを示し、第 3節で h(Hh,fh), k。（Ho,f。）の

推定モデルを示す。

2賃料関数の推定モデル

住宅賃料関数の推定モデル

小開放都市を仮定し、地点xに住む住民を考

える。住民は以下の効用最大化問題を解くもの

とする。

max U(Sh, Z, 8-Lx) 

s.t. I= Rh1xSh十Z

ただし、 shは住宅の床面積、 Zは合成財、 3

は余暇の初期保有時間、 Lxはx地点において

商業施設やレジャー施設などへのアクセスにか

かる時間、 Iは所得、 RhIXはx地点にある住宅

の単位当たり賃料を表す。また、 δ－Lxはx

地点に住む住民の余暇時間を表す。

この効用最大化問題を解き、求めた間接効用

関数を O(Rh1x,I, 8, Lx）とおく。他の地域の効

用を 11（一定）とすると、小開放都市の仮定よ

り、。（Rh1x,I, 8, Lx) =uという関係が成り立つ。

この式を Rh1xについて解くと、以下の住宅の

へドニック賃料関数が導出されるべ



R~1x=R~ （T, 8, Lx, u) 

(4）式は、 x地点にある住宅の単位当たり付け

値賃料 R~1x が、他の条件を一定とすると、 X

地点において商業施設やレジャー施設などへの

アクセスにかかる時間 Lxにより決まることを

示している。

推定の際は、 Lxが次の関数で表されるもの

とする。

Lx = L(SHOPx, HW  ALKx) 

ただし、 SHOPxは地点xにおける最寄駅から

主要商業地帯（東京駅、渋谷駅、新宿駅、池袋

駅、上野駅）までの時間距離の平均、

HWALKxは地点xの最寄駅までの時間距離

を表す。

主要商業地帯や最寄駅までのアクセスが良い

地点は、商業施設やレジャー施設などへのアク

セスにかかる時間が相対的に少ないと考えられ

るので、 Lxの関数として、 SHOPxと

HWALKxを用いる。

(4）式と（5）式を用いて、住宅のへドニック賃料

関数を次のようにおく。その際、関数形に柔軟

性をもたせるために、 SHOPxとHWALKxは

Box-Cox変換する。また、住宅の特性をコン

トロールするために調整変数を加える。

logR~1x二 770 ＋ 甲1SHOPV'1＞十甲2HWALKlf•>

+773WIDTH2十引DLANDx

+ L: 77k+4DYEARk + L: 77k+13DT kx (6) 
k=l k=l 

ただし、

一、 SHOP~＇－ 1SHOPlt'0= . 
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また、 WIDTHは床面積（グレードの代理変

数）、 DLANDxは商業地域ダミー（x地点の用

途規制が商業地域の場合二 1）、 DYEARk

(k=l，…，9）は年ダミー、 DTkx(kニ I，…，46)

は沿線ダミーを表す。

物件ごとのデータを用いて、（6）式を推定する。

(4) オフィス賃料関数の推定モデル

オフィスの賃料関数に関しては、八回・唐渡

(2001) と同様のモデルを用いる。だだし、採

用している変数と関数形に若干の違いがある。

地点Yに立地する企業を考える。完全競争を

仮定し、そのもとで企業は以下の費用最小化問

題を解くものとする。

min Ro1yS。＋Wn
Sn,n 

s.t. f(So, Vyn)=l 

ただし、 Ro1yはY地点にあるオフィスの単位当

たり賃料、 S。はオフィスの床面積、 W は賃金、

nは雇用量、 f（・）は企業の生産関数、 VyはY

地点における労働の効率性を表す指標であり、

VyDは実質的な労働投入を表す。

この費用最小化問題を解き、求めた値関数

（単位費用関数）を C(R川， W,Vy）とおく。財

の価格を 1とすると、完全競争の仮定より、

C(Roly, W, Vy）二1という関係が成り立つ。この

式を Ro1yについて解くと、以下のオフィスの

へドニック賃料関数が導出される。

(5) 

Rt1y=Rt(W, Vy) (7) 

(7）式は、 Y地点にあるオフィスの単位当たり

付け値賃料 R~y が、他の条件を一定とすると、

y地点における労働の効率性を表す指標 Vyに

より決まることを示している。

推定の際は、 Vyが次の関数で表されるもの

とする。

vy=v(Ny, CBDy, OW ALKy) (8) 

ただし、 Nyは地点 Yの該当するメッシュ

(lOOm×lOOm）内の従業者数、 CBDYは地点

yにおける最寄駅と都心（東京駅、新宿駅、渋

谷駅）までの時間距離の平均、 OWALKYは地

点 yの最寄駅までの時間距離を表す。

企業の生産活動は、企業間での face-to-face

のコミュニケーションに大きく依存している。

そのため企業は、周辺の従業者数が多く、都心

や最寄駅へのアクセスが良い場所に立地すると、

face-to・faceのコミュニケーションに費やす移

動時間の減少を通じて、労働の効率牲を上昇さ

せることができる。したがって、労働の効率性
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を表す指標 Vyは、 Ny,CBDy, ow ALKYの関 (IO）式の両辺を Hhで割ると以下のように変形

数になると考えることができる。 できる。

(7）式と（8）式を用いて、オフィスのへドニック

賃料関数を次のようにおく。その際、関数形に

柔軟性をもたせるために、 NyとCBDyと

OWALKYはBox-Cox変換する。また、オフ

ィス物件の特性をコントロールするために調整

変数を加える。
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ただし、

NV'＇＞＝型企三 1.
μz 

f 、 CBD~＇－ 1CBDV'21＝とと='-1.__ー土．
μz , 

, , OWALK~＇－ 1 OWALKV'21三

μz 

また、 SIZEは当該ビルの総床面積、 DlFは1

階ダミー (1階にある場合二 1）、 DBlFは地

下 1階ダミー（地下 1階にある場合＝ 1）、

DOAはOAフロアダミー（OAフロア：フロ

アが二重床の場合＝ 1）、 DBUSYは商業地域

ダミー（ Y地点の用途規制が商業地域の場合＝

1 ）、 DQUk (k=l，…，7）は四半期ダミー、

kh=( 4;-）ロ d
H
U
H
 

－
 

（
 

ただし、 b=Kh/Hh(khは敷地面積 1m＇当た

りの住宅ビルの建築費）である。

(ID式は敷地面積 lm＇当たりの住宅ビルの建築

費九が住宅ビルの指定容積率 fhの関数として

表されることを示している。ここでは住宅ビル

の生産関数に 1次同次性を仮定したため、第 1

節のモデルと異なり、 bがHhの関数にはな

っていない。

(9) 
(lU式の両辺の対数をとると、以下のようにな

る。

logl「 (12) 

推定の際は（12）式を用いる。

オフィスピル建築費用関数の推定モデル

Hoをオフィスビルの敷地面積、 M。をオフィ

スビルの延べ床面積、 K。をオフィスビルの総

建築費、 f。をオフィスビルの指定容積率（f。＝

M。／H。）とする。

ここで、オフィスビルの建築の生産関数を以

下のようなコブ＝夕、グラス型に特定化する

(b', a／はノfラメータ）。

M。ニb'Hci"'K~ W' ）
 
3
 

1
 
（
 

DTRky (kニ I，…，26）は沿線ダミーを表す。 住宅ビルのときと同様に（13）式の両辺を Hoで

物件ごとのデータを用いて、（9）式を推定する。 割り、両辺の対数をとると、以下のようになる。

3建築費用関数の推定モデル

住宅ビル建築費用関数の推定モデル

H1を住宅ビルの敷地面積、 Mhを住宅ビル

の延べ床面積、 Khを住宅ビルの総建築費、 fh

を住宅ビルの指定容積率（fh=Mh/Hh）とす

る5）。

ここで住宅ビルの建築の生産関数を以下のよ

うなコブニダグラス型に特定化する（b,CVは

ノfラメータ）。

Mh=bHi:'K~一ω
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logko= ~］ゆ＇＋~！叫 前
山
町l
 
（
 

ただし、 k。＝K。／H。（k。は敷地面積 1m＇当た

りのオフィスビルの建築費）である。

推定の際はω式を用いる。

4データ

住宅とオフィスの賃料関数の推定に用いたデー

タ

住宅のへドニック賃料関数である（6）式を推

(IO) 定するために用いたデータの出所および記述統



計は表 1のとおりである（沿線ダミーは出所の 表 1 住宅賃料関数データの詳細（サンプル数5582)

みを表示）。住宅の賃料Rhは、床面積 1ぱ当

たりの分譲価格を、 1カ月当たりの支払いに直

したもの（円／ぱ）を用いた 6）。また、物件の

最寄駅、最寄駅までの時間距離 HWALK、沿

線ダミー DTk(k二 I，…， 46）は、『首都圏新築

マンションの売出し価格のデータ』にもデータ

が直接入っていたが、あとで行なう予測との整

合性のため、あえて物件の位置情報から Arc

View3.2を用いて求めたものを使用した。

オフィスのへドニック賃料関数である（9）式を

変数

Rh 
SHOP 

H、NALK

WIDTH 

DLAND 
DYアEAR,

DYEAR2 

DYEAR3 
DY EAR, 

DY EAR, 

DYEAR, 

DYEAR, 

DYEAR, 

DY EAR, 

DTk 

単位

円／m2

分

分

m' 

出所 平均 標準偏差

① 4.745 1,213 

①，②，③ 25.4 6.08 

①，③ 7.34 4.18 

① 64.7 17.5 

① 0.317 。.465
① 0.0245 0.155 

① 0.0555 0.229 

① 0.0736 0.261 

① 0.0903 0.287 

① 0.0921 0.289 

① 0.113 0.316 

① 0.158 0.365 

① 0.170 0.376 

① 。152 0.359 

①，③ 

推定するために用いたデータの出所および記述 表2 オフィス賃料関数データの詳細（サンプル数1542)

統計は表2のとおりである（沿線ダミーは出所

のみを表示） 7）。当該メッシュ（lOOm×lOOm)

内の従業者数Nは500m×500mのメッシュデー

タしか存在しないため、メッシュの中では人々

は均等に働いているとして、それぞれのメッシ

ュ（lOOm×lOOm）に均等に従業者数を割りふ

って求めたデータを用いた。また、物件の最寄

駅までの時間距離 OWALKは、『オフィスマ

ーケット』にもデータが直接入っていたが、こ

こでもあとで行なう予測との整合性のため、あ

えて物件の位置情報8）から ArcView 3.2を用

いて求めたものを使用した。

住宅ビルとオフィスビルの建築費用関数の推定

に用いたデータ

住宅ビルの建築費用関数である（12）式と、オフ

ィスビルの建築費用関数である帥式を推定する

ために用いたデータの出所および記述統計は表

3、表4のとおりである。『日本の都市再開発』

のデータのうち、再開発後の施設建築物の主要

用途が住宅であるものを住宅ビルの建築費用関

数の推定に用い、再開発後の施設建築物の主要

用途が事務所であるものをオフィスビルの建築

費用関数の推定に用いた。また、建築費は、工

事費、計画費、土地整備費、権利調整費などを

含む総事業費のデータを用いた。ただし、総事

業費は「建設工事費デフレーター」9）を用いて

1996年の値に直している。

変数 単位 出所 平均 標準偏差

R。 円／m2 ④ 5,489 2,252 

N 人 ⑤ 723 657 

CBD 7} ②，③，④ 22.0 5.81 

OWALK 分 ③，④ 4.35 2.57 

SIZE m' ④ 8,985 15 ,831 

DlF ④ 0.0752 0.264 

DBlF ④ 0.0240 0.153 

DOA ④ 0.458 0.498 
DBUS ⑥ 0.822 0.383 
DQU, ④ 0.0837 0.277 
DQU, ④ 0.0875 0.283 

DQU3 ④ 0.187 0.390 
DQU, ④ 0.0895 0.286 
DQUs ④ 0.139 0.347 
DQU, ④ 0. 0765 0.266 
DQU, ④ 0.0843 0.278 
DTR, ③，④ 

表3 住宅ビル建築費用関数データの詳細（サンプル数
117) 

変 主T単位 l出所 1 平均 1標準偏差

kh I円Im'I⑦，⑧ I 1,838,787 I 1,134,756 
fh I実数｜⑦｜ 4. 45 I 1. 38 

表4 オフィスビル建築費用関数デ←タの詳細（サンプ
ル数47)

変数 単位｜出所｜平均｜標準偏差

k， 円Im'I⑦，⑧ I 4.204,171 I 2.398,572 
f 実数｜⑦｜ 6. 69 I i. 29 

データ出所：①『首都圏新築マンションの売出し価格のデータ1
(1993～2002年）東京大学空間情報科学研究センタ一所

有
②「駅すばあと2000年J（株）ヴァル研究所
③「ArcView 3. 2J Environmental Systems Research 
Instituite, Inc. 
④『オアイス7 ←ケットj(1998年9月～2000年9}j) 

（株）三幸エステート
⑤『平成8年事業所・企業統計（地域メッシュ統計）J
［項目名：第3次産業、従業者数］総務省
⑥ I東京都都市計画ー地理情報システムj（東京都よ
り借用）の「都市計画区域・新用途地域（平成8、 9
年）」
⑦『日本の都市再開発 市街地再開発事業の全記
録』第 1集～第5集 (1981～2000年）（社）全国市街地
再開発協会
⑧「建設工事費デプレーター」国土交通省
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表
一

自由度 I P value 

0.000 

0.022 

μ， 二 O

μ,= 1 

24.90 

5.281 

表6 住宅賃料関数の推定結果（沿線ダミーは省略）

変数
係数の

t f直 P value 
推定値

定数項 8.873 87.9 0.000 

SHOP 主要商業地帯までの 0.05336 2 .10 0.036 

時間距離

HWALK 最寄駅までの時間距離 -o. 009871 3.13 0.002 

WIDTH' 床面積2 0. 00001242 13.2 0.000 

DLA ND 商業地域ダミー 0.03763 6.76 0.000 

DYEAR, 1993年ダミー 0.4880 30.l 0.000 

DYEAR, 1994年ダミー 0.3290 26.4 0.000 

DYEAR, 1995年ダミー 0 .1751 15.1 0.000 

DYEAR4 1996年ダミー 0 .1449 13.2 0.000 

DYEAR, 1997年ダミー 0 .1545 14 .1 0.000 

DYEAR6 1998年ダミー 0.09652 9.21 0.000 

DYEAR, 1999年ダミー 0. 03403 3.44 0.001 

DYEARs 2000年ダミー ← 0.007465 0.763 0. 445 

DYEAR, 2001年ダミー 0.009901 -0.998 0.318 

μ, 0. 6810 4.58 0.000 

Adj.R2 0.579 

表7 μ， についての検定

帰無仮説 ｜ 検定統計量 自由度 P value 

μ，二 O

μ，二 I

53.81 0.000 

0.276 1.185 

表8 オフィス賃料関数の推定結果（沿線ダミーは省略）

変数
係数の

t ii直 P value 
推定値

定数項 8.792 204 0.000 

N 当該メッシュ内の従 0. 0001047 9.64 0.000 

業者数

CED 都心までの時間距離 0.02869 -18 1 0.000 

OWALK 最寄駅までの時間距離 0. 02145 -9.65 0.000 

SIZE 当該ビルの総床面積0. 000008872 22.3 0.000 

DlF 1階ダミー 0.07541 3.81 0.000 

DBlF 地下 l階ダミー 0.2408 7 .16 0.000 

DOA OAフロアダミー 。ー1575 13.3 0.000 

DEUS 商業地域ダミー 0.03509 2.13 0.034 

DQU, 1998年第3期ダミー 0 .1542 7.66 0.000 

DQU, 1998年第4期ダミー 0 .1324 6.61 0.000 

DQU, 1999年第1期ダミー 0.1030 6.57 0.000 

DQU, 1999年第2期ダミー 0.05726 2.82 0.005 

DQU, 1999年第3期ダミー 0. 03018 1. 74 0.083 

DQU6 1999年第4期ダミー 0. 01325 -0.627 0.531 

DQU, 2000年第I期ダミー 0.04750 2.33 0.020 

Adj.R2 0.679 
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5推定結果

住宅とオフィスの賃料開数の推定結果

住宅のヘドニツク賃料関数である（6）式を推定

するにあたり、はじめに μ1二 O、μ1二 lをそれ

ぞれ帰無仮説とする尤度比検定を行なったとこ

ろ、両方とも有意水準 5%で帰無仮説が棄却さ

れた（表 5参照）。したがって、（6）式を非線形

最小二乗法で、推定した。推定結果は表6のとお

りである。すべての変数において、推定された

変数の係数は期待される符号と合致している。

オフィスのへドニック賃料関数である（9）式を

推定するにあたり、はじめに μz=O、μz=lを

それぞれ帰無仮説とする尤度比検定を行なった

ところ、 μz二 1の仮説を有意水準20%でも棄却

できなかった（表 7参照）。そのため、 μz=l

として（9）式を最小二乗法で推定した。推定結果

は表8のとおりである。すべての変数において、

推定された変数の係数は期待される符号と合致

している。

住宅ピルとオフィスピルの建築費用関数の推定

結果

住宅ビlレの建築費用関数である（12）式と、オフ

ィスビルの建築費用関数である（14)式を最小二乗

法で推定した。推定結果は以下のとおり。

logkh二 12.47十1.236logfh Adj. R2=0.487 
(71.8***) (I0.5仲ネ）

logk。＝11.63+l.838 logf0 Adj. R2=0.344 
(16.8仲キ） (5.02***) 

なお、カツコ内の数値は t値であり、＊＊＊は、

回帰係数がOであるという帰無仮説が、有意水

準 1%で棄却されることを表す。

これより、 bニ 0.00004151，必＝0.1910,

b＇ニ 0.001785,w'=0.4559と推定された。

以上の推定結果を用い、次節で現実の土地利

用予測および指定容積率が変化したときの土地

利用変化の予測を行なう。



6モデルによる土地利用予測

分析の対象範囲

本稿では、東京都23区の商業地域、近隣商業

地域において住宅ビルとオフィスビルがどのよ

うに住み分けるかをlOOmメッシュ単位で分析

する。商業地域と近隣商業地域を選んだのは、

これらの地域では住居専用地域などと異なり、

住宅ビルが入ってくることもオフィスビルが入

ってくることも基本的には規制されていないた

めである。

分析の対象範囲は以下のように求めた。まず、

メッシュデータの第 l次←第2次区画コードが

5339 35,5339 36,5339-45,5339-46の範囲を取

り出す 10）。次にこの範囲を 4万等分し、 100

m×lOOmのメッシュをつくる。次にこれらの

メッシュの中で、東京都23区の中にあり、かつ、

用途規制が商業地域または近隣商業地域である

メッシュを選ぶ。こうして7960個のlOOm×100

mのメッシュデータが選ばれる。本稿ではこの

範囲を分析の対象範囲とした。

予測の方法と仮定

前項で求めたlOOm×lOOmの土地を所有する

地主を考える。この地主は第 1節で示された行

動原理に従う。予測をする際に、オフィスの賃

料関数に 1階ダミー（ 1階にある場合ニ 1)

DlFが含まれているため、 1階部分の面積を

仮定しなければならない。ここでは、 1階部分

の床面積は敷地面積の半分と仮定した日）。また、

住宅の床面積は平均値である64.75m＇、年は土

地利用の予測をする年に合わせ1997年とし、オ

フィスの当該ピルの総床面積は平均値である

8985ぱ、年は1998年第 3期、床は OAフロア

であるとした。また、地点により異なる変数は、

メッシュ単位で平均化した値（メッシュ内の 4

点の平均値）を用いた。

あとは第5節の推定結果を用いれば、与えら

れた指定容積率fh,f。のもとでの R~（・）， R；（・），

kh（・）， k。（・）が推定でき、それにより r~ ＝

R~（・）fh ib（・）と r；ニR；（・）f。－ik。（・）が推定

できる 12）。

モデルによる現実の土地利用予測と現実の土地

利用との比較

上記の手順に従い、 1997年の土地利用を100

mメッシュ単位で予測した。結果は図 2のとお

りである。これがどれほど現実を説明できてい

るかをみるために、 1997年の土地利用の現況を

lOOmメッシュ単位で求めている図 1と比較す

る（図中の「その他」には住商併用建物などが

含まれる）。大手町周辺でのオフィスビル優勢

の様子、上野周辺での住宅ビルとオフィスビル

の混在の様子、池袋、新宿、渋谷周辺での住宅

ビlレとオフィスビルの立地の状況などを、本稿

のモデルでかなり説明できていることがわかる。

図2において、大手町周辺でほとんどがオフィ

スビル用として使われているのは、オフィスが

都心までの時間距離の短さや周辺の従業者数の

多さに強い選好を持っていることを反映してい

ると考えられる。また、上野周辺で住宅ビルと

オフィスビルが混在しているのは、この地域で

は住宅ビル用として使用することと、オフィス

ビル用として使用することの聞に大きな差がな

いことを反映していると考えられる。また、池

袋、新宿、渋谷で駅の周辺がオフィスビル用と

して使用され、その外側が住宅ビル用として使

用されているのは、オフィスが住宅よりも最寄

駅までの時間距離の短さに強い選好を持ってい

ることを反映していると考えられる。

指定容積率の変化による住み分けの変化

最後に、指定容積率の変化によって、住宅ビ

ルとオフィスビルの住み分けがどのように変化

するかを予測する。ここでは、 2003年の建築基

準法の一部改正を念頭におき、住宅ビルの指定

容積率が1.5倍に緩和されたとしてシミュレー

ションを行なった。 2003年 1月1日施行の建築

基準法一部改正により、住宅（その敷地内に政

令で定める規模以上の空地を有し、かつ、その

住宅ビルとオフィスビルの住み分けに関する実証的考察 25 



敷地面積が政令で定める規模以上であるもの）

について、用途地域に関する都市計画で定めら

れた容積率の1.5倍を限度として、その容積率

を緩和できることになった13）。結果は図 3のと

おりである1へ上野周辺や新宿・渋谷の駅から

少し離れた所で、次々と住宅ビルが建つことが

わかる。これは、これらの地域ではもともと住

宅ビルの付け値地代と、オフィスビルの付け値

地代が桔抗していたためだと考えられる。

このように本稿では、指定容積率の変化によ

って具体的にどの地域で土地利用が変化するの

かを予測することができる。今回は住宅ビルの

指定容積率が変化したときをシミュレーション

したが、オフィスビルの指定容積率が変化した

とき、あるいは住宅ビルとオフィスピルの両方

の指定容積率が変化したときをシミュレーショ

ンすることもできる。これにより社会的厚生が

どれだけ変化するかを計測することは今後の課

題となる。
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おわりに

本稿では、住宅ビルとオフィスピルを建てた

ときの、それぞれの付け値地代を推定し、その

大小関係をみることにより、住宅ビルとオフィ

スビルの住み分けを実証的に分析した。その結

果、本稿のモデルで現実の住み分けをかなり説

明できることが示された。また、指定容積率が

変化したときの住宅ビルとオフィスビルの住み

分けの変化も見ることができた。

しかし、モデル自体はまだ初期段階であり、

以下のような問題点を残している。

第 1に、本稿のモデ、ルでは住民と企業の相互

作用（interaction）がまったく考慮されてい

ない。たとえば、住民と企業の聞の通勤が考慮

されていない。そのため本稿のモデルでは、企

業の働き場がまったくないのに、住宅が数多く

建つという非現実的なことが起こる可能性があ

る。今後は、住民と企業の相互作用を考慮した

一般均衡モデルを構築する必要がある。

第 2に、本稿ではいくつかの強い仮定が置か

れている。とくに、指定容積率が限度まで使わ

れるという仮定は強い。実際には指定容積率が

限度まで使われていない地域も存在するため、

今後はこの仮定を緩める方向で研究を続ける必

要がある。また、 lOOmメッシュ内では、住宅

ビル用として使うかオフィスビル用として使う

かのどちらかひとつしか選べないとする仮定も

強い。現実をよりよく説明するためには、 100

mメッシュ内で住宅ビルとオフィスビルが共存



する状況や、住商併用建物が建つ状況も考慮す

る必要がある。

＊「住宅経済研究会」での発表の際に、メンバーの

方々から非常に有益なコメントを数多くいただいた。

また本稿の作成にあたっては、指導教官である田淵隆

俊教授に多くのご指導をいただいた。また、八回達夫

教授からは、本稿のテ←マをサジェストしていただき、

その後も非常に多くの助言をいただいた。さらに東京

大学大学院都市経済ワークショップの参加者の方々か

らもさまざまなコメントをいただいた。とくに金本良

嗣教授からは数多くの有益なコメントをいただいた。

また、山崎福寿教授からも有益なコメントをいただい

た。記して感謝したい。

｝王

1）『東京都都市計画地理情報システムJの「平成 8、

9年度土地利用現況jより筆者作成。

2 ）デベロッパーは同質であるという仮定より、 r~ ぉ

よび r~ はデベロッパ←間で異ならなし〉。

3) r~ ＝ r；の場合は便宜上、その土地は住宅ビル用と

して使われるとする。

4）このモデルの次式についてくわしくは、 Hattaand 

Ohkawara (1994）、山鹿・八回（2000）を参照。

5）第 1節のモデルに従い、指定容積率は限度まで使

われているとする。

6）資本コストは年7.5%として計算した。山崎

(1999）では、 1997年における持家と借家の資本コス

トを推計している。そこでは持家に関して、「持家の

1カ月の家賃二49537.16+0. 004048×住宅価格」と

いう推定結果が出ている。ここで山崎 (1999）に従

い、 1m2当たり 55万円の住宅を想定すると、持家と

借家が同じ家賃になる住宅の規模は約65m＇になり

（このとき住宅価格は55万円Im＇×65m＇二3575万円）、

このとき

1年の家賃
住宅価格

一（49537.16+0.004048×3575万円）×12
3575万円

二 0.065203・・

となる。よって資本コストは年約6.5%となる。近年

の地価上昇率の下落を考慮すれば資本コストは上昇

していると考えられるので、本稿で資本コストを年

7.5%と仮定しでも、それほど問題ではないといえる。

この点は山崎福寿教授にからご指摘をいただいた。

7) 『オフィスマーケット』のデータを Excelに打ち込

んだものを富山大学の唐渡広志先生から提供してい

ただいた。記して感謝したい0

8）物件の位置情報は『オフィスマーケットIの物件

の住所を用いて、東京大学のcsvアドレスマッチン

グサービスにより求めた。

9）住宅ビルには「住宅建築j、オフィスビルには「非

住宅建築」のデータを用いた。

10) 5339 35,5339 36,5339 45,5339 46はそれぞれ国土

地理院「1:25'000地形図」の東京西南部、東京南部、

東京西部、東京首部に対応している。

11）敷地面積の半分ではなく、 4分の 1や 4分の 3な

どとしても、結果にはほとんど影響しない。

12）利子率 iは1996年の長期プライムレート年3.013%

を月当たりの利子率に直したものを用いた。データ

は日本銀行ホ←ムページより入手した。

13）改正の詳細は、建築基準法の法第52条 7を参照。

14）シミュレーションに際しては、住宅とオフィスの

マクロベースでの価格弾力性は0.15である、容積率

は指定容積率の限度まで使われる、住民の 1人当た

り床面積の需要量は指定容積率が緩和されても一定

であるという仮定をおいた。
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調査報告

不動産流通システムのコスト構造
不動産取引コストの把握

清水千弘・西村清彦・浅見泰司

l不動産流通市場の現況

不動産仲介コス卜

不動産市場は高い取引コストがあるため、金

融市場に比較して効率性が著しく阻害されてい

るという指摘がしばしばなされる。なかでも、

不動産市場に見られる特有の慣行が取引コスト

を引き上げていると言われている 1）。

しかしながら、こうした議論は厳密な調査に

基づかず、単なる印象や伝聞によるものが多い。

ストックの時代に入札不動産流通の重要度が

増してきている昨今において、この点について

の事実を精査することは、今後の政策立案の適

正化に向けてきわめて重要である。とくにその

なかでも「不動産仲介手数料jは、従来まった

くの blackboxであった。不動産仲介の手数

料は、本来は不動産仲介のコストに対する支払

いという性格を持つが、実態は一括で取引価格

の3%相当額十 6万円を上限とされ、この上限

に張り付いているケースも多いといわれる。そ

れが高いか、安いかを云々する前に、そもそも

不動産仲介にはどのようなコストが、どの時点

で、どのような形で生じるのかといった基本的

な情報すらなかったのが現状である九

そこで本稿では、この不動産仲介のコストと

いう不動産仲介業に潜む blackboxのなかを

明らかにすることを目的としている。

本稿の構成は以下のとおりである。まず、日

本における不動産流通業の業界構造を把握し

（第 1節 2）、住宅系の不動産宅建業者の業務工
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程を整理したうえで、アメリカの制度（日本の

宅建業者に該当するリアルター）との比較を行

ない、日本の流通システムの特性を浮き彫りに

する（第2節 1）。さらに、「日本の不動産取引

コストは高い」と指摘されるが、その実態をケ

ーススタディから把握する。具体的には、アメ

リカ・カリフオ／レニア州での取ヲ！と東京都の取

引のケースを用いて、日米の差を明らかにする

（第2節 2）。

第 3節では、不動産取引コストのなかでも、

もっとも大きなウェイトを占める仲介手数料に

焦点を当て、宅建業者の業務プロセスを明確に

し、そこに発生するコストを明確化する。また、

ここで整理された仲介業務を実施していくうえ

で、どの業務工程での行為が、将来においてど

のようなリスクを抱えることとなっているのか

を、「紛争」の状況を調べることで、明らかに

する。

最後に、このような実態をもとにして、わが

国の不動産流通システムの効率化を図るために、

どのような政策的な変更が必要となるのかにつ

いての私見を示す。

日本の不動産仲介業の業界構造

分析に先立ち、日本の不動産仲介業の業界構

造を整理しておきたい。『事業所・企業統計調

査』（総務省）では、不動産業は、「建売・土地

売買業」「代理・仲介業」「不動産賃貸業j「貸

家・貸開業」「不動産管理業Jに分類される。

不動産業に従事する全国の就業者数は、 1978年



当時は52万7230人であったが、 2001年には1.75 

倍の92万3469人となっている。不動産仲介業は、

不動産業のなかでも、中古住宅の「代理・仲介

業」である。「代理・仲介業Jは、 1973年以降、

全体に占める比率に大きな変化はなく、おおよ

そ20%前後で推移してきており、 2001年時点で

は、 18万7963人の就業者が従事している。

不動産業は、全産業の 1事業所当たりの平均

就業者数が9人であるのに対して、 3.2人とな

っており（いずれも2001年）、全体として中

小・零細企業が多い。代理・仲介業においても

同様であり、 1事業所当たりの平均就業者数は

3.9人（2001年）となっている。

不動産の「代理・仲介jに携わるものは、 l

事業所あたり 5人に 1人が「宅地建物取引主任

者」の資格を必要とする 3）。アメリカにおいて

は、仲介に従事するものは、すべてが資格を有

していなければならないのに対して、日本の場

合には、資格者以外が消費者と接する機会が存

在していることで、サービスの質的低下をもた

らしているという指摘もある。

大手宅建業者の比率

以上のように、中小・零細企業が多い不動産

仲介業界であるが、大手不動産会社系列および

表 l 首都圏における業績推移

』入二 業 1998年 3月

大手14社（a) 47 '066 

取引件数
うち 6社（b) 26,400 

大手14社以外.（c) 126' 152 

合計＼d）ニ（a）十（b）十（c) 173,218 

比率（%）
(a)/(d) 27 .17 

(b)/(a) 56.09 

しみず・ちひろ（左）

1967年生まれ。 1994年東京工業大学大学院理工学

研究科博士後期課程中退。（株）リクルート住宅

総合研究所主任研究員。

にしむら・きよひこ（中央）

1953年生まれ。 1982年イエール大学 Ph.D.。東京

大学大学院経学経済研究科教授、内閣府経済社会

総合研究所統括政策研究官を兼務。

あさみ・やすし（右）

1960年生まれ。 1987年ペンシルヴァニア大学 Ph.

D。東京大学空間情報科学研究センアー教授。

独立系の大手不動産仲介会社も存在している。

『不動産流通ジャーナ／レ.I( （株）不動産デー

タ＆ジャーナル社）においては、大手14社4）の

取扱高、仲介件数、手数料収入、店舗数を公表

している。以下の一連の分析においては、なか

でも三井不動産販売（リハウスグループ）、東

急リバブル、野村不動産アーパンネット、大京

住宅流通、住信住宅販売、三菱地所住宅流通の

6社の企業群を対象として分析を行なったもの

である。そこで、大手14社とともに、分析対象

企業群6社について別途集計し、比較分析を行

なう。

表 1で首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・

埼玉県）に限定し、大手企業群の市場規模をみ

てみる。取引件数によると、大手14社では1998

年当時4万7066件であったが、 2002年には 5万

2646件となっており、 12%弱上昇している。な

かでも 6社では17%の上昇をしている一方で、

大手14社以外では、 1998年当時17万3218件であ

ったものの、 2002年には16万6626件であり、 4

%程度減少している。

続いて市場比率に着目すると、 1998年におけ

る大手14社の取引件数比率は27%程度であった

が、年々その比率は大きくなってきており、

2001年には30%を超えている。また、調査対象

1999年3月 2000年3月 2001年3月 2002年 3月

44,430 46' 963 52' 714 52,646 

25,588 28' 225 31,079 30, 903 

112,353 111, 396 112' 620 113,980 

156, 783 158, 359 165,334 166,626 

28.34 29.66 31.88 31.60 

57.59 60.10 58.96 58.70 

出所） 鯛東日本不動産流通機構および各社ヒアリング資料に基づき推計。
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図1ー売り側仲介の業務工程（日米比較）
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契約・引渡し手続き

I司法書士の業務l 不具合の確認
なと

・売王自身が
IDS再確認 ．エスクロー

6社の比率は、 1998年の15%から、 2002年には

18%へと伸びている。

このことから、首都圏では大手の占める比率

が時系列的に拡大し、なかでもより規模が大き

い企業（調査対象6社を含む）に集中してきて

いることがわかる。

2不動産宅建業者の業務工程と流通コス

卜一一アメリカとの比較分析

日米における不動産流通システムの比較

日本の不動産仲介手数料または流通コストは、

高いと指摘されることが多い。そのなかでも、

30 季刊住宅土地経済 2004年冬季号

アメリカなどと比較して割高感を感じるといっ

た議論がある。そのような議論は、何ら定量的

な比較が行なわれたものではなく、感覚的な議

論に終始してきた。さらに、不動産仲介手数料

または流通コストと言っても、アメリカとわが

国においての制度的な枠組みが同じである保証

はなく、仲介制度を業務・機能単位で整理した

上で、比較検討することが必要となる。

そこで、日本の流通コストまたは仲介手数料

の水準をアメリカとの比較のなかで明らかにす

る。まず、不動産仲介に関わる機能を分割した

上で、仲介手数料の対象となる機能がどの範囲



図2 買い側仲介の業務工程（日米比較）

2）買主側 受注活動 物件営業活動

業務工程
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契約
中間金
受渡し

．インスベクシ
ヨ／｛有料）

•？イトルカノ

を含むものであるのかを比較・整理する。

不動産仲介業務は、売り手側からの依頼に基

づき行なう業務と、買い手の立場に立って行な

う業務に大別され、その両者の業務内容・機能

には差異がある。日本では、売り手とだけ媒介

契約を結ぶものの、アメリカではエージェント

として売り手・買い手の双方において、日本に

おける宅地建物取引主任者にあたる不動産宅建

業者（Realtor）が代理契約を結び、業務を遂

行する。具体的な日本の媒介契約制度等の詳細

については、西村・浅見・清水（2002）を参照

されたい。

まず、不動産仲介業務の実態を把握するため

に、売り手側の仲介、買い手側の仲介に分けて、

不動産近代化センター資料およびヒアリング調

査に基づき、業務工程を整理した。その結果、

l司法書士の業務l 不具合の確認
など

．エスクロー（有料）

売り側29工程、買い側20工程に整理された（図

1、図 2）。

以下、業務工程を概観する。

不動産仲介業務としては、売り手または買い

手の集客に始まり、税金や資金などを中心とす

る売却相談・購入相談などの受付を行なう。続

いて、売り手側から依頼を受けつけた場合には、

物件調査を実施し、募集価格に関する価格査定

を行ない、媒介契約の締結を行なう。ここで、

専属専任媒介契約か、専任媒介契約か、あるい

は一般媒介契約のいずれかの形式を選択する

（宅地建物取引業法［昭和27年6月10日法律第

176号／最終改正平成12年法律第97号］第32条第

2項）。適切な物件または買い手がみつかった

場合には、売り手と買い手の交渉を仲立ちする

業務を行なう。そして、交渉が成立すると、契
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表2一日米の消費者コスト比較

アメリカ
日 本 ｜（カリフォノレ

！ ニアの場合）

中古戸建て． ｜中古戸建て：

想定物件

6,500万円｜ 約6,480万円

頭金1,300万 I (54万ドル：

円、借入5,20011ドル二120円）

万円 ｜借入5,184万円

（公庫1,170万 I(43.2万ドル）

円＋主袈fi4.030 

万円）

合計

M何ト手数料

買主｜売主｜買主｜売主

427.2 I 207.o I 163.sl 671.7 

201.0 I 201.0 356.4 

売買契約仲介手数料に関す
I ＇~ム ＇：：：. I 6.0 

に関するる消費税
6.0 

費用 r~~貴美副書－o5白紙
＇™~~， ~ 1 4.5 

公庫・借入契約書l

I 2.0 
の印紙税 ｜ 

公庫・事務手数料1 3 ：~ I I 
公庫・保証料← I if21 I I 
公庫・団体信用生｜

I 4.9 
命保険料 ｜ 

公庫・特約火災保｜
I 4.2 

険料 ｜ 

銀行・借入契約書｜
I 2.0 

ロ←ン借L色日明男一一一一一一 ！ 一一一一一一一一一
入に関す｜銀行・事務手数料｜ 3.2 I I 6i9 
る費用 I銀肩J扉註記 r-11.0:・-

銀行・抵当権設定｜
I 4.0 

の登録免許税 ｜ 

銀行・抵当権設定｜
I 2 .5 

の司法書士 ｜ 

経過利息
リベート（Closing
Costs Rebate) 

モーゲージプロー
カー費用

登録免許税（建物l
I 2.0 

評価額uoo) I 

4.8 

登録免許税（土地｜ ｜ ｜ ｜ 
I 60. 7 I I I 36. 3 

評価額s.20_0) I I I I 

戸斤有権移転の代行｜ ｜ ｜ ｜ 
設記に関｜費用 I 20. o I I 1. 4 I 0. 8 

する費用ト
l不動産取得税
握手d註吾一一一一一一1 l T 両日記98.5
エスクロー費用 18.0I 13.5 

サブ・エスクロー
費用

0.6 I 0.6 

固定資産税の清算l n o I I n ri 

保有に関｜（半年を想定） I v.v  I I “ υ 

する費用｜都市計画税の清算｜ 向。

（半年を想定） ' v.v  

補修に関すINonrecurring 
る売主負担IClosing Costs 

火災保険

害虫駆除
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10.4 

17 .9 
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約締結・引渡しとなる。また、ローンが必要な

場合にはローン斡旋業務、業務終了後にはアフ

ターフォローが求められる。

たとえば、アメリカにおける不動産宅建業者

(Realtor）は、売却相談・購入相談における税

務相談などは受けることはない。税法の改正は

頻繁にあり、対応していくことが困難であると

いうことも理由とされているが、それよりもそ

もそも税務相談は税理士などの専門家が担うべ

き業務であるとされているからである。したが

って、アメリカにおける不動産宅建業者は、税

務相談等相談業務を通じて発生するコストとリ

スクを回避していることになる。価格査定につ

いても同様で、ある。

さらに、物件調査については、インスベクタ

ーという専門家が行なうことが一般的である。

目視による評価を中心として、住宅そのものの

性能評価を行なう。ここでもアメリカの不動産

宅建業者は、住宅性能・物件調査に伴うコスト

とリスクを事実上回避していることになる。さ

らにローン業務は、ローンブローカーといわれ

るローン斡旋業者があり、契約締結・引渡しに

ついてはエスクローと呼ばれる専門家が、それ

ぞれ該当業務を遂行する。

このように仲介業務が複数の専門家によって

細分化されることで、アメリカの消費者はより

高度なサービスを享受することができることが

予想される。これに対し、日本ではこれらの業

務を基本的に不動産仲介業者が行なっていると

いう特徴がある。

日米における消費者にとっての不動産流通コス

ト比較

ここで、仲介手数料を含む消費者にとっての

流通コストの構造を日米比較することにしよう。

基準化して比較するために、東京都区部およ

びカリフォルニア州において6500万円の中古住

宅を購入した場合を想定する九

まず、日米におけるそれぞれの費目を整理す

る（表 2）。アメリカのコストは、全米リアル



図3一日米の流通コスト比較

．中古住宅の売買に伴う費用負担（日米比較）

I 6,500万円中古戸建て i買主（計472万円）

物件価格比（万円） 201 
3.1% 2ゆO

1.5% 100 

1.5% 100 

アメリカ ｜｜知見
（計835万円） ｜｜①日本の買主の負担合計が大きい

②日本の売主の負担が小さい
③日本の買主の税金が高い
④日本の買主・売主ともにエスクロー負担はない

（万円） ｜⑤日本の貫主の銀行等負担が大きい

買主（計164万円）

ター協会の協力を得て、もっとも典型的と思わ

れる実際の契約書の提供を得て、それを円換算

したものである。

流通に伴うコストとしては、仲介手数料等の

売買契約に関するコストがあり、それは仲介会

社に対して支払われる。ローン借り入れに関す

るコストは、各種手数料が該当し、アメリカで

は銀行に事務手数料として支払うだけであるの

に対して、日本では税として公的部門に支払う

ほかに銀行や司法書士、保険会社などに支払う。

その他、登記に関するコスト、保有や補修に関

するコストなどが存在する。

まず全体のコストを比較すると（表 2、図

3）、日本では6500万円の中古住宅の取引に伴

う流通コストが634万円（買主427万円十売主

207万円）であるのに対して、アメリカでは836

万円（買主164万円＋売主672万円）であり、ア

メリカのコストは日本の1.3倍であることがわ

かる。その内訳に着目すると、買主側では、ア

メリカが164万円であるのに対して日本は427万

円と日本のほうが高いのに対して、売主側にお

いては、日本の207万円に対してアメリカが672

万円と 3倍以上の水準にある。また、費目別に

比較すると、仲介手数料は、アメリカでは売主

のみが負担し、 356万円であり、日本の場合で

は、売主・買主それぞれが負担することで合計

402万円の負担となる。しばしば、日本の仲介

手数料は高いという批判をされる場合があるが、

売主（計207万円）

物件価格比（万円） 201 
3.1 % 200 

1.5% 100 

1.5% 100 

3.1% 200 

4.6% 300 

（万円） 356 
売主（計672万円）

アメリカの仲介手数料率には定めがなく、売主

と仲介会社との交渉により個別に取り決められ

るため一概にはいえない。たとえば、建物が付

随しておらず土地のみだと10%の場合があった

り、取引金額が高額だと料率が低い場合があっ

たり、さらに市況の良し悪しにより変動したり

と、対象物件とサービスの需要供給により合理

的に仲介手数料が決定されている九しかし、

前述のように業務内容が、日本と比べてかなり

限定的であることから、その他の費目も併せて

比較することが必要である。

たとえば、契約締結・引渡し業務となるエス

クローのコストを加味すべきであるが、その場

合には、買主・売主合計で日本が402万円である

のに対して、アメリカは1.6倍の659万円と大き

く上回る水準にある。つまり、仲介業務の機能

に着目すれば、日本の仲介手数料はかなり安い

と言うことができる。

さらに日本の流通コストを高めている要因は

税金にあり、アメリカの 2倍の水準にあること

は特筆すべきことであろう。

3不動産仲介業務のコスト構造の把握

業務工程別コス卜構造

日本の不動産流通システムを効率的なものと

していくためには、宅建業者が担う機能と収益

構造を詳細に調査し、改善点を抽出していくこ

とが求められる。以下、アンケート調査により、
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わゆる両手）、②自社もの他社成約比率（売り

手と自社で媒介契約を結び他社が買い手を見つ

けた）、③他社もの自社成約比率（②の逆）

3つについて個別に把握した。

コスト構造について、業務工程別の時間コス

トを、売り側仲介・買い側仲介に分けて整理し

たものが図 4である。売り側・買い側と比較す

ると、その比率は、 55:45で、売り側のほうで

負担が大きいことがわかる。とくに、集客に始

まり、売り側では物件調査などの初期段階での

業務負担が大きい。

コスト構造と収益構造を比較すると、売り

側・買い側で同じ料率であるとすれば、単純に

は買い側の仲介をしたほうが利益率は高いこと

となる。しかし、両手仲介が多いこと、そして、

すべての対応した消費者が成約に至るわけでは

ないために、対応数と成約数を比較する必要が

ある。対応数と成約数を比較すると（図 5）、

売り側が対応件数9万6226件に対して成約件数

が3万8226件であることから歩留まりが40%程

の
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まず、コスト構造を把握する上で、業務工程

を図 1、図 2に整理し、各工程別に、全体のコ

ストに対する比率を調べた。具体的には、売主

29工程、買主20工程の全49工程を100とした場

合に、各工程に対する業務比率（時間コストと

しての比率）を聞いている。

次に収益構造を把握するために、仲介手数料

総額・取扱件数を調査した。さらに、成約比率

を把握するために、「受付・売却相談jを受け

た後、成約に至った比率および成約に至った件

数についても調べた。ここでいう「受付jとは、

名前・連絡先などを聞いた段階としている。さ

らに、成約内訳を①自社もの自社成約比率（い

収益構造・コスト構造・リスク構造をそれぞれ

把握することとする。アンケート調査は、 2001

年10月に実施した。調査対象は、不動産流通業

を行なう前述の大手 6社であり、 2000年4月か

ら2001年3月までの実績に対して行なった。ま

たアンケートの回答者は、営業担当の責任者で
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図4 業務工程別コスト構造
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図5 業務工程別コスト比較

．成約／対応1件当たりコストの比較

主旦J!N_ 41% 13% 1% 55% 

非成約 29% 96,266 I 9.7 

成約 13% 1% 26% 3s.226 I 2i.3 

集客～交渉合意 〉｜契約案内～湖沼D計
対応件数 ｜成約／対応 1件当たりコスト

（件） ｜ （万円／件）

皇ど型1 32% 11% 2% 45% 

非成約 28% 241,s69 I 3.7 

成約 11% 2% 17% 3抑 1 I 15.2 

集客～交渉合意 〉［揃案内～決済＞b>計
対応件数 ｜成約／対応 l件当たりコスト

（削 ｜ （万円／件）

度である。一方、買い側では対応件数24万1869

件に対して成約件数が3万5621件であり、歩留

まりが15%弱であることがわかる。

以上の分析から、以下のことが示唆される。

集客から交渉合意に至るまでに、売り側では

41%、買い側では32%、全体で73%のコストが

発生している。仲介手数料は、成約してはじめ

て発生する成功報酬型の収益体系であることか

ら、歩留まり率が売り側40%、買い側15%弱で

あることを考慮すると、 57%のコストが収益に

結びついていない。

とくに、売り側では、物件調査や価格査定な

ど、コスト負担の大きい行為が、収益が発生し

ない段階で必要となることから、負担感の大き

い業務工程になっていることが予想される。

ここで、売上高に占める人件費比率をヒアリ

ングに基づき45%と設定して、成約 1件当たり

に必要とされるコストを金銭換算すると、売り

側で21.3万円、買い側で15.2万円となり、売り

側のほうが買い側よりも1.4倍のコストが発生

している 7）。

コスト構造について、アメリカの制度と比較

してみよう。アメリカでは初期段階の物件調査

や税務相談などは業務範囲に含まれていない。

また、決済行為などもエスクローによって行な

われている。そのように考えると、日本の仲介

業務コストを100とした場合、アメリカの不動

産宅建業者は、日本の不動産宅建業者と比べて、

売り側の業務量は56.3%程度、買い側では75.6

※売り上げに占める人件費シェア45%と想定

%しかこなしていないこととなる。アメリカの

仲介手数料は、ケーススタディでは売り主が成

約価格の 6%程度を支払っており、業務量との

比較から考えると、アメリカの仲介手数料は、

日本より高い水準にあることがあらためて確認

される。

また、売り側の不動産宅建業者の大きな負担

を与えている物件調査についてみてみよう。物

件調査は、アメリカでは TD S (Transfer 

Disclosure Statement）といわれる物件に関す

る報告を売り主が行なうだけでなく、買い手は

インスペクションフィーとして別途負担し、調

査をすることで対応している。また、イギリス

では、市場に出す段階で簡易なデューデリジェ

ンスをかけることを義務づける法改正を進めて

いる（Seller’sPackと言われ、 50ポンド程度

のコストがかかる予定）。このような英米の現

実および、将来への動きを見ると、業者だげでな

く売り手が商品として市場に出す義務として、

何らかの負担をしていくことも検討していくべ

きであろう。

リスク構造

不動産仲介業務を行なうにあたって、さまざ

まなリスクに直面する。これは、消費者も同様

であるが、とくに買い手に帰属するリスクは、

現行制度下では消費者保護のもとで、さまざま

な保証制度が存在する。

宅建業者もまた、通常の業務を遂行するなか
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表3 業務工程別リスク構造（紛争案件の分布）

国土交 調査会
l勾 容

通省 社合計（%） 集客

E重要察署富の本幾多器をfをむき重要警事耳障重義務望書電車 ＇ ~50 12 (13) 
高額報酬の請求を含む報酬 73 (I) 

預かり金・申し込み証拠金等の変換 76 1 (1) 

ローン解除を含む契約解除 157 4 (4) 

液畿燃題 盛畠 35 (39) 
媒介・代理に伴う書面の交付 79 
書面の交付 38 4 (4) 

手付金・中間金等の返還 42 
手付の信用供与 15 16 (18) 

その他 393 16 (18) 

f' コ 5十 1,268 89 (100) 

で、さまざまなトラブルに巻き込まれる。これ

は、宅建業者にとっては事業を行なううえでの

リスクとなる。このような問題は、宅建業者の

能力・モラルに帰属する問題と制度的な問題、

あるいはその双方の問題として発生しているこ

とが考えられる。

たとえば、調査能力の劣る宅建業者は、本来

実施すべき物件調査を怠ることがあるかもしれ

ない。その場合は善管注意義務違反として、将

来発生する問題に対応または保証をしなければ

ならなくなる。これは、宅建業者の能力・モラ

ルに帰属する問題である。しかしながら、日本

の宅地建物取引業法上で規定する宅地建物取引

主任者の義務が明確で、ないために、発生するほ

とんどの問題の責任が宅建業者に負担させられ

ているという事実もあり、これは制度的な問題

として考えなければならない。

先に見た宅建業者の仲介手数料は、消費者に

対するサービスの対価として支払われるべきで

あるが、一方でこうした今発生しているコスト

だけでなく、将来発生するかもしれないコスト

も反映しなければならない。

ここでは、不動産仲介業のリスクとして、紛

争処理の内容と件数に着目し、その構造の一端

を明らかにしよう。表3は、リスクを成約後に

発生した紛争として捉え、その紛争がどの業務

工程によって発生したものかを整理したもので

ある。

調査対象会社6社の紛争の内容別発生件数と

業務工程との関係をクロスで比較すると、紛争

の多くは、購入側引渡後に発生する「暇抗問
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題Jと「重要事項説明の不告知等」によるもの

が多く、全体の52%を占めている。これらは、

売却側の「物件調査」プロセスに起因するもの

である。また、その内容を具体的に見ると、一

定の労力で調査することができるものと、その

ような調査が難しいものがある。実は後者のケ

ースが多いのである 8）。

4効率的な不動産流通システムに向けて

本調査によって明らかになったことで、政策

的な意味を持つものを、順不同で列挙する。

①アメリカとの比較においては、不動産流通

コストを高めている大きな要因は、流通関連税

である。とくに、買い手側への流通関連税が著

しく高いことが特徴的である。アメリカを模範

にすることには慎重であらねばならないが、こ

の事実は頭に置いておく必要があろう。

②日本において、仲介の費用を高めている要

因として、とくに「物件調査」があげられる。

物理的な品質を評価することに加えて、さまざ

まな物理的な品質以外の情報が、物件の価値を

決める際に重要となっている。こうした物件情

報を整備し、また追加情報の収集コストを下げ

ることは、仲介の費用を下げ、翻つては仲介手

数料を下げるためにきわめて重要な問題といえ

ょう。

③この点から考えると、正確な情報を市場で

蓄積し、流通させるためには、物件調査を現在

のように宅建業者だけにさせるのでは不十分でト

ある可能性が高い。この点から見れば、その不

動産についてもっとも情報を持っていると考え



ることのできる当該不動産の売り手に、商品と

して不動産を市場に出す義務として、自らのコ

スト（時間も含む）によって、商品の性能を提

示することを義務づける可能性は検討に値する。

たとえば、アメリカのTD Sやイギリスで法改

正が進められている Seller’sPackなどが参考

になるであろう。

総合規制改革会議「規制改革の推進に関する

第 1次答申」（2001.12.11）でも指摘されたよ

うに、透明で中立的な不動産流通市場を育成し

ていくことは、都市再生を進めていくうえでも

きわめて重要な課題である。しかし、わが国の

不動産仲介制度に関しては、情報が著しく不足

しており、またノfイアスもあるといわざるをf尋

ない。本調査が、こうした情報不足、偏向を取

り除くための一助になれば幸いである。

＊本稿は、 2002～2003年度平成エステート会流通活

性化特別部会（代表・椙社三井不動産販売専務）の要

請に基づいた、著者 3人による合同調査の結果（平成

エステート会流通活性化特別部会 2002）によっている。

当該調査にあたり、不動産流通経営協会事務局また全

日本不動産協会事務局から貴重な資料の提供とご助言

を頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。ただ

本稿に残るいかなる誤りも、筆者らのみの責任である。

2王

1）総合規制改革会議「規制改革に関する第 1次答申J
（平成13年12月11日）では、「透明かつ公平な不動産

流通制度の再構築【平成14年度中に措置（検討結

論）】」において「不動産流通を活性化させるために

は（中略）不動産仲介業務の再構築が必要である。

一連の不動産流通業務の中で、中古住宅の耐震性能

検査や入居後の定期検査などについては、従来の宅

地建物取引業務の範囲を越えるものであり（中略）

宅地建物取引業者の業務及び責任の範囲を明確にす

るべきである。（中略）あわせて、複雑化している

「重要事項説明」について優先度を考慮して再整理を

検討するべきであるjと指摘している。

2）西村・浅見・清水（2002）では、東京都区部の住

宅系の不動産流通市場を対象として、売り手・買い

手の行動を明示化したうえで、情報が欠如すること

に伴う経済コストを推計している。しかしながら、

本稿で扱う取引費用は明示的に取り入れていない。

3）現在、 1事業所当たり 3人に l人が「宅地建物取

引主任者」の資格を必要とするという案の検討が進

められている。

4）大手14社とは、三井不動産販売（リハウスグルー

プ）、東急リバブル、野村不動産アーバンネット、大

京住宅流通、住信住宅販売、三菱地所住宅流通、住

友不動産販売、安信住宅販売、有楽土地住宅販売、

藤和不動産ク＋ループ、長谷工アーベスト、小田急不

動産、西武不動産、東京建物不動産販売である。

5）ここでは、カリフォルニア州の中古戸建てで仲介

手数料率5.5%の事例を用いた。あくまでもひとつの

事例であることに注意が必要である。

6) Baryla.E., L.V.Zumpano and H.W.Elder (2000) 

によると、売却を行なう場合に、仲介業者（Real-

tor）に依頼して行なう場合と、依頼しないで売り主

単独で売却するケースがあり、市況によって、仲介

業者に依頼した場合と依頼しない場合とで、市場滞

留時間・価格に差異があることを統計モデルにより

分析している。日本では、ほとんどの場合が業者に

依頼して、売却を行なっているが、アメリカでは売

り主単独でト売却を実行することは珍しくない。

7）調査対象会社の首都圏における売上高は704億円で

あった。ここで、これを（a）とおく。人件費比率をヒ

アリングにより45%と設定すると、人件費相当額

(b)=(a）×0.45=316億8000万円となる。たとえば、

ここで、売り側の非成約の 1件当たりの人件費コス

ト（c）を計算するとすれば、（c)=((b）×29%)/ 9万

6266件二9.7万円／件となる。同様に、売り側の成約

I件当たりの人件費コスト（d)= ((b）×26%) I 3万

8225件ニ21.3万円／件となる。

8）たとえば、アンケート調査のなかで指摘された紛

争事例のなかで、「暴力団幹部の家の事実告知」「過

去における自殺jなどは、「売り主」からの告知なし

では、簡単に調査できるものではない。一方、「高圧

線下の再建築確認」などは、調査を行なうことで確

認することができる項目であろう。
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追悼・坂下昇先生を悼む

2003年8月13日、前流通経済大学学長、当センター

評議員の坂下昇氏がご逝去されました。享年70歳。

ご冥福をお祈りいたします。

坂下昇（さかした・のぼる）

1933年3月9日韓国全羅南道生まれ。

1955年東京大学経済学部経済学科卒業
1960年東京大学大学院博士課程社会科

学研究科理論経済学専攻単位取
得満期退学

1965年東京大学経済学博士号取得

1960年北海道大学経済学部助手
1961年北海道大学経済学部講師
1963年東北大学経済学部助教授
1970年大阪大学社会経済研究所助教授
1971年大阪大学社会経済研究所教授
1978年大阪大学社会経済研究所所長
1979年筑波大学社会工学系教授
1982年筑波大学社会工学類長
1985年筑波大学社会工学研究科長
1992年筑波大学社会工学系長
1996年筑波大学名誉教授

流通経済大学流通情報学部教授
流通情報学部長

1997年学校法人日通学園理事・評議員
2001年流通経済大学学長

1991～1996年住宅経済研究会座長
1996～2003年財団法人日本住宅総合セ

ンター評議員
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坂下昇先生の学問と業績

金本良嗣

本誌の草創期に中心的な役割を担っていただ

いた坂下昇先生が2003年 8月13日に逝去されま

した。享年70歳でのご逝去は、これからのご活

躍を当然のものと思っていた我々にとってきわ

めて残念なものでした。

坂下先生は「住宅経済研究会jの初代座長を

6年あまりにわたって務められました。本誌掲

載論文のほとんどすべてがこの研究会で報告さ

れ、本誌の母体であるといっても過言でありま

せん。学問的厳しさと人間的暖かさの双方を遺

憾なく発揮されながら、坂下先生は研究会の議

論をリードされ、本誌を、高度な学問的基礎を

もち、しかも現実の住宅政策に対してインパク

トを与える存在にするために、大きな貢献をし

てこられました。

都市地域経済学

坂下先生が残された足跡の全貌を明らかにす

ることは筆者の能力を超えています。筆者が理

解できる範囲に限られますが、坂下先生の主要

な学問的業績を辿ることによって、先生の学問

と人間性の魅力をお伝えしたいと思います。

坂下先生は東京大学経済学部および同大学院

社会科学研究科で経済学を学ばれました。その

当時の経済学部はマルクス経済学華やかなりし

頃で、いわゆる近代経済学分野の教官はごくわ

ずかでしたが、そのわずかな教官の 1人の大石

泰彦先生の学部演習に参加されました。大石演

習の卒業者名簿を見てみますと、その当時の演

習生には、同学年に唯是康彦、鈴木淑夫、次の

学年に根岸隆、岡野行秀等の方々がおられ、今

日の隆盛の基礎が築かれた時代であることがう

かがえます。

地域科学は、世界的にもかなり早い時期に、

nishimura
テキストボックス
（坂下氏写真）



当時の教官であった今野源八郎教授と大石泰彦

教授等によって東京大学に紹介され、これがそ

の後の坂下先生の研究分野に大きな影響を持っ

たと思われます。また、高速道路建設等、その

当時に始められた大規模交通投資プロジェクト

も日本の地域経済学にとって重要な役割を果た

しました。高速道路の建設にあたっては、交通

需要の推計や地域経済へのインパクトの評価に

関して経済学者が活躍する必要があったからで

す。坂下先生も、これらの目的のための地域経

済モデルを構築されました。これらのモデルは

さまざまな学問的イノベーションを含んでおり、

世界的にも高い評価を受けました。

都市地域経済学者の多くはアメリカの大学院

に留学した経験を持っていますが、坂下先生は

日本の大学院で学ばれました。しかし、 32歳と

いう若い時期に、フルブライトの奨学金を得ら

れて、 1965年から1966年にかけてペンシルパニ

ア大学の地域科学科（Department of 

Regional Science）を訪問されました。この 2

年間という短い期間に、新しい学科として目覚

ましい活動をしていた地域科学科の研究者たち

と親密な交流をされ、アイザード教授やスティ

ープンス教授等の当時のリーダーたちの高い評

価を受ける存在になりました。

ご自身の研究において大きな成果をあげただ

けでなく、若い優秀な経済学者を都市地域経済

学の分野に引きつけることに大きな貢献をされ

ました。坂下先生との交流から多くを学んだ第

2世代の都市地域経済学者としては、東北大学

時代の教え子である佐々木公明、貝山道博の両

氏、大阪大学時代に研究会等で密接な交流をし

た藤田昌久氏、筑波大学時代の同僚であった宮

尾尊弘、因調j隆俊氏等があげられます。

坂下先生は 2つの面で日本の学者としてはユ

ニークな存在でした。第 1に、北海道大学、東

北大学、大阪大学、筑波大学、流通経済大学と、

多くの大学で教鞭を執られ、それらのいずれに

おいても大きな貢献をしてこられました。たと

えば、東北大学時代の教え子であった佐々木公

明、員山道博の両氏はそれぞれ東北大学と埼玉

大学における都市地域経済学研究の中心として

活躍されています。大阪大学時代には、京都大

学の山田浩之教授とともに関西圏の都市地域経

済学研究者のグループを率いて、多数の優秀な

若手研究者を生み出しました。これらの若手研

究者の中には、当時、京都大学の土木工学科に

在籍しながら都市経済学の研究をスタートした

藤田昌久氏も交じっていました。

第 2に、坂下先生はインブリーディング（同

種繁殖）を嫌われ、ご自身の研究テーマを学生

や若い同僚たちに押しつけることを避けてこら

れました。しかしながら、若い人たちの自主的

な研究活動に対する助力を惜しまれることはあ

りませんでした。私自身も大学院生時代に、他

大学の教授の坂下先生から拙い論文に対する懇

切なコメントをいただき、感激した経験があり

ます。こういったことの結果、「一将功成って

万骨枯るjの反対に、個性的な研究者が数多く

育っていきました。

地域成長論

さて、次に、坂下先生の筑波大学退官を記念

して1996年に発行された論文集（印timum 

and Equilibrium for Regional Economies ; 

Collected Papers of Noboru Sakashita, (eds.) 

Sasaki, K., Springer-Ver lag）を中心に、坂下

先生の業績を紹介します。

まず、坂下先生の業績に共通するのは、複雑

な数式を駆使する研究でありながら、現実の政

策課題に関する強い関心に支えられていること

です。たしかに、あまり読みやすいとは言えな

い論文がほとんどですが、丹念に読むと、重要

な政策的課題に関する多くの洞察が得られ、さ

らなる研究に対する大きな刺激になります。

初期の仕事の多くは、新古典派成長理論を地
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域成長に拡張した研究です。まず、“Regional

Allocation of Public Investment" (Paρers of 

the Regional Science Association, V ol.19, 

1967）は、公共投資を地域聞にどう配分すべき

かという重要な政策課題を扱っています。 2地

域モデルを用いた、この論文の分析によれば、

民間投資のほうが公共投資より生産性が高い場

合でも、どちらかひとつの地域で公共投資を実

施すべきであるケースが存在します。また、非

常に長い期間にわたる最適化を行なうと、公共

投資はいずれかひとつの地域にほとんどの期間

集中し、モデ、ルのパラメータのごくわずかな変

化が最適解の大きな変化をもたらすことがある

といった興味深い結論を得ています。これらの

結論がどの程度一般的であるかの評価は簡単で

はありませんが、検討すべき重要な課題である

と思われます。また、都市集積の経済性を考慮、

に入れた内生的成長モデルへの拡張も今後の重

要な課題になります。

地域成長に関する少し違った視点からの研究

としては、“NationalGrowth and Regional 

Income Inequality : A Consistent Model" 

(International Economic Review, Vol.14, 

1973）と“National Growth and Regional 

Income Inequality: Further Results" Uour 

nal of Regional Science, Vol.14, 197 4）が重要

です。これらの論文は鴨池治氏との共著論文で

すが、経済成長が地域問所得格差をもたらすか

どうかを分析しています。地域問所得格差を 1

人当たり所得の絶対額の分散で表せば、所得格

差が拡大するのが通常ですが、これはあまり意

味がないと論じて、より適切な相対的尺度を用

いれば、経済成長は地域間格差を縮小させると

いう結論を得ています。

地域成長関係では、さらに、“Ona Simple 

Model of Dynamic Fiscal Policy" (Eco -

nomics, Annal旨 ofEconomics Dゆartment,

Tohoku, Vol.31, 1970）があります。この論文
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では、一地域の成長モデルに社会資本投資を導

入して、最適投資径路を厳密に分析しています。

立地理論

もうひとつの研究分野は、立地理論に関わる

ものです。まず、“Production Function, 

Demand Function and Location Theory of 

the Firm" (Papers of the Regional Science 

Association, V ol.20, 1967）は、立地理論の分

野でもっともきれいな結果を導いたものとして

有名です。これは、一次元空間上の企業の最適

立地点は、インプットあるいは需要者の立地点、

のひとつになるというものです。たとえば、需

要者がすべてA地点に立地していて、投入物が

すべてB地点に立地している場合には、工場の

最適立地は A地点かB地点になり、中間的な

地点になることはありません。これは Exclu-

sion Theoremと呼ばれていて、数多くの論文

がその後この問題に取り組み、大きな影響力を

もちましTこ。

なお、端点に立地するという結論自体は、ネ

ットワーク上での最適立地問題を解いた応用数

学者の Hakimiが1964年の論文（“Optimum

Location of Switching Centers and the Abso-

lute Centers and Medians of a Graph，” Opera-

tions Research, Vol.12, 1964）で導いています。

しかし、 Hakimiの論文は経済学者の間では知

られておらず、坂下先生の論文によって脚光を

浴びることになりました。

立地理論分野でのもうひとつの研究は、施設

立地モデル（facilitylocation model) に住宅

地市場を導入するというもので、“Optimum

Location of Public Facilities under the Influ-

ence of the Land Market" Uournal of 

Regional Science, V ol.27, 1987）が、その後

のこの方向の研究のパイオニアとなりました。

この論文の脚注によると、藤田昌久氏に出版を

促されるまで、「この論文は 8年以上も私の机



の引き出しの中に隠されていた」ということで

す。未公刊の時期に、多くの追随する研究を育

んだという希有な例のひとつになります。

都市地域政策

都市地域政策の分析に直接に取り組んだ、研究

も数多くあります。第 1に、“Evaluation of 

Regional Development Policy; an Alterna-

tive Approach" (Environment and Planning 

A, Vol.15, 1983）では、望ましい地域間人口

配分を達成するための政策手段として、賃金補

助、資本補助、価格補助のいずれが望ましいか

を分析しています。主要な結論は、社会的費用

が最低になるという意味で、賃金補助がもっと

も望ましいというものです。賃金補助は労働市

場に直接的に作用するので、労働者の地域間移

動をコントロールするための手段としてベスト

のものであるというのは直観的にもっともな結

果です。日本の地域振興政策のかなりの部分は、

政府系金融機関による低利融資を使ってきまし

た。これは、資本補助を政策手段として使って

きたと解釈できます。この論文は日本の過去の

政策に疑問を投げかけるという重要なメッセー

ジを含んでいます。

また、この論文は新しい分野を切り開いた独

創的な研究で、これからの研究に大きな示唆を

与えてくれます。まず、地域振興政策の分析に

目的合理性を持ち込んだ点が重要です。地域振

興政策が地域住民の実質所得の増大を目的とす

るものであれば、国の政策としては、「なぜ一

地域の住民を他地域の住民に比べて優遇するの

かJとか、「所得再分配政策は個人の所得水準

に応じて国全体で行なうべきであり、恵まれな

い人たちに行き渡るかどうか不確実な地域振興

政策は望ましくないjといった議論がありえま

す。実は、経済学者の大勢はこういった意見を

持っているのではないかと思われます。坂下論

文では、何らかの理由によってある地域の人口

を増加させたい、あるいは減少を食い止めたい

ケースを考えています。この例には、国防上等

の理由で、国の外縁部や離島等の人口を維持し

たいといったものがあります。

地域間人口配分という目的が設定されれば、

どういう手段が最も適切かという分析を厳密に

行なうことが可能ですし、坂下論文でも行なわ

れているようなシミュレーション分析を用いて

現実的なパラメータ想定のもとでの定量的な推

計も可能になります。たとえば、賃金補助のほ

うが資本補助より望ましいという定性的な結果

だけではなく、社会的コストが何億円少ないと

いった定量的な情報も得ることができます。

今後の拡張にはさまざまな方向が考えられま

す。まず、賃金補助は対象者がきわめて多いの

で、大きな行政コストがかかることを考慮する

必要がありますし、不正受給等のモラル・ハザ

ードの問題をどう考えるかという問題もありま

す。また、資本補助の場合には、バブル期のよ

うに放漫な融資によって不良債権が発生すると

いう危険性もあります。さらには、政治的な歪

みをコントロールする仕組みの設計が可能かど

うかということも重要な問題になります。こう

いった拡張が行なわれれば、大きな研究分野が

切り聞かれる可能性があります。

次に、“OptimalUtilization of the Central 

Business District with Economy and 

Diseconomy of Agglomeration" (Does Eco -

nomic Space Matter?, (eds.) Thisse, J.F. and 

H. Ohta, 1993）は、都市における混雑および

集積の外部性に対する次善の政策として、中心

業務地区（CentralBusiness District; CB D) 

における特別ビジネス税を用いることの効果を

分析しています。ファースト・ベストの政策は、

外部性に対するピグー税（補助金）と都市企業

に対する一括・固定の税（都市に立地する企業

にかける都市立地税ともいうべきもの）を組み

合わせることです。しかし、このファースト・
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ベスト解は政治的・実務的困難さから、実現性

が乏しいので、都市企業の生産額（あるいは、

付加価値）に対して課税する特別ビジネス税を

用いることが考えられます。得られた結論は、

一定の条件の下では、特別ビジネス税が都市住

民の厚生水準を引き上げるというものです。

都市には住民および企業が高密度に立地して

いるので、外部経済および不経済の発生は不可

避です。これに対応するために、都市計画規制

等の政策手段が用いられていますが、実現可能

性の制約の下での次善最適な政策体系がどうい

うものであるかに関する研究ははなはだ不十分

な状況です。この論文は、こういった研究のパ

イオニアとしてきわめて貴重なものです。

“An Economic Theory of Urban Growth 

Control" (Regional Science and Urban Eco-

nomics, Vol.25, 1995）は、同様な視点から都

市成長管理政策の分析を行なっています。数値

例を付け加えたりして、この論文をわかりやす

く解説したものが本誌11号に掲載されています

（「都市成長管理の経済理論」『季刊住宅土地経

済JNo.11、1994年）。都市成長管理論は、ア

メリカにおいて1980年代において論じられ、し

かも実際の都市計画に適用された例があります。

日本でも主として都市計画分野の方々によって

導入が主張されました。坂下論文は、都市成長

管理論に関する数少ない経済分析を行なったエ

ンゲ、ノレ＝ナパロ＝カーソン・モデルの拡張を行な

うことにより、興味深い結論を導いています。

エンゲルらは、通勤費用の逓増といった外部

不経済と都市管理の必要性の関係を単純な小開

放都市モデルで分析しています。坂下論文は、

このエンゲルらのモデルを 2つの都市の聞の最

適な人口配分の問題に応用し、しかも住民の効

用関数を明示的に導入することにより、どのよ

うな場合に成長管理政策という政府の介入が正

当化されるかを論じています。さらに、都市計

画規制のみならず、税・補助金政策を政策手段
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として活用するケースを論じています。

主要な結論は、第 1に、都市成長管理政策は

都市規模の拡大が外部不経済を招くときだけに

正当化されるということです。第 2の結論は、

成長管理政策が必要だ、とすると、そもそも成長

以前の段階で人口増加を抑制する政策が必要で

あったいうことです。

“Distributional Bias in the Welfare Pricing 

of Public Transport Service" (London 

Paρers in Regional Science, Vol.5, 1975）で

は、公共交通の料金設定における所得分配土の

問題を分析しています。この論文は、一括税に

よる所得再分配が不可能であるという制約の下

での、（次善の）最適を主として分析しています。

“Location Quotients, Export Industries and 

Shift-Share Analysis" (Human Behaviour in 

Geograρhical Sραce, (eds.) Paelinck, J. H. 

and Aldershot, 1986）は、主として地理学者の

間で用いられ、経済学者の問ではほとんど使わ

れてこなかったシフトシェア分析をとりあげ、

経済学的な基礎を与えられるかどうかを検討し

ています。

“Presidential Address : Spatial Interdepen 

dence and Externalities" (Papers of the 

Regional Science Assoc必tion,Vol.4 7, 1989) 

は、国際地域学会（RegionalScience Associa-

tion International)の会長講演を論文にまと

めたもので、地域モデルの基礎的な構造を明ら

かにしています。地域モデルでは、通常、地域

間の人口移動は可能であるとされますが、地域

聞の日々の通勤は不可能であると仮定されてい

ます。また、いくつかの地域に住居を構えてそ

れらの聞を行き来するマルチハビテーションも

できないとされています。この論文では、こう

いった地域モデルでは、 2つのタイプの非効率

性が発生することを指摘しています。第 1は、

生産面の非効率性で、限界生産性が地域間で等

しくならないことです。第 2は、自由移動



(free migration）の非効率性と呼んでいるも

ので、誰か 1人の住民が他地域に移動するとし

た場合の限界的な社会的便益がゼ、ロにならない

ことです。これらの 2つの非効率性に対する対

応策として、さまざまな政策を位置づけること

ができるというのが、この論文の主たるメッセ

ージになります。

たとえば、後者については、地域間補助を導

入することによって対処することが可能で、地

域間補助金に関するこれまでの研究をきれいに

位置づけることができます。また、前者の生産

面の非効率性については、地域間での通勤が可

能になれば軽減されます。また、マルチハビテ

ーションも同様な効果を持ちます。マルチハビ

テーションについては“Economicsof Multi-

Habitation" (Jnj均structure and the Space 

Economy, (eds.) Peschel, K., 1990）がより詳

細な理論的分析を行なっています。

都市地域経済以外の分野における研究として、

“Resolution of Mutual Loss Conflict Induced 

by the Embargo Threat" (Iηternational and 

Interregional Conflict: Analytic Aρρroaches, 

(eds.) Isard, W. and Y. Nagao, 1983）があり

ます。この論文では、資源輸出国と資源輸入国

との聞の国際紛争に関する分析を行なっていま

す。

『イ主宅土地経済」

以上が筑波大学退官記念論文集の紹介ですが、

最後に、坂下先生が本誌に寄稿された論文を簡

単にご紹介しておきます。すでに、都市成長管

理政策に関する論文はご紹介しましたので、そ

れ以外の論文は、［開発権市場の経済分析」

(No.17、1995年）、「家計の住宅選択行動のモ

デル化」（No.25、1997年）、「権限委譲の経済

学」（No.32、1999年）になります。

「開発権市場の経済分析」は、①自由な開発、

②ダウンゾーニング（容積率規制）、③TDR  

（開発権移転）手法、の 3つの政策について、

各々の市場で発生する総地代の大きさを計測し、

効率性の犠牲（不効率の程度）を計測し、「ダ

ウンゾーニング」のほうが「TDR  （開発権移

転）手法jよりも、不効率の程度が大きいこと

を定量的に明らかにしています。

「家計の住宅選択行動のモデル化」は、前半

で、住宅の異質性や情報の不完全を考慮に入れ

ながら、住宅選択行動を逐次決定過程として定

式化し、後半では、離散的選択モデルに基づく

実証研究を行なっています。多項ロジットモデ

ルと入れ子型多項ロジットモデルを採用し、地

域家計調査のデータを使って、これらのモデル

の説明力を比較評価しています。結果は、より

簡単な多項ロジットモデルのほうが、複雑な入

れ子型多項ロジットモデルよりもあてはまりが

よいというものです。

「権限委譲の経済学」は、地方分権化の経済

的帰結はいかなるものかを論じています。①再

分配政策は中央政府によって統一的になされる

ことが望ましい、②資源配分機能としての公共

財の供給機能は、地方政府によって担われたほ

うが好ましい、③高等教育のように、「中央政

府」と「地方政府」の中間におかれる「地域政

府」が行なったほうがよいと思われる公共サー

ビスも存在する、といった結論を得ています。

坂下先生の業績を再度読み返してみて、その

広さと深さ、および発想、の新しさに改めて感銘

を受けました。読みやすい論文ばかりだという

わけではありませんが、注意深く読めば、多く

のことを学ぶことができますし、新しい研究の

ための萌芽を多く見いだすことができます。あ

らためて、早すぎるご逝去が惜しまれます。ご

冥福をお祈りいたします。

かねもと・よしつぐ

東京大学大学院経済学研究科教授

財団法人日本住宅総合センタ一理事
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センターだより

都道府県別、事業者別に分類し、 スタントに供給している。
⑨近刊のご案内

解析を行なっている。 マンションは、平成5年10月に

『定期借地権事例調査（刊I)』 まず戸建て住宅の発売順では、 愛知県知多市でAD社により初め

定価2,700円（税込み） 平成 5年 2月にHJ社が愛知県刈 て発売され、件数においては平成

本研究は、定期借地権制度につ 谷市において 3区画分譲して以来、 8年が、戸数においては平成10年

いての概要説明を行なうとともに、順調に供給量を伸ばしている。 をピークとして、平成14年度は前

平成15年 3月末までに販売された 平成14年度の供給実績を都道府 述のように激減している。

定期借地権付き住宅（戸建て、マ 県別にみると、第 l位は兵庫県で 平成14年度における都道府県別

ンション）の事例調査の結果をま 33件、 454区画（12.3%）となり、 の供給量は、東京都が 5件、 363

とめたものである。 続いて千葉県の44件、 337区画 戸（29.0%）供給し、続いて兵庫

分譲事例の検証では、平成15年 (9.1%）、埼玉県の36件、 314区画 県が5件、 180戸（14.4%）、愛知

3月31日までに発売された事例 (8.5%）、京都府の27件、 294区画 県が 7件、 174戸 (13.9%）と続

4773件、 3万7542区画・戸（戸建 (8.0%）となっており、第 5番め

て住宅4401件、 2万5048区画、マ に今までほとんど供給のなかった

ンション372件、 1万2494戸）を 青森県が 5件、 221区画（6.0%)

データ収集したが、平成14年度は で入っている。

戸建て住宅が3690区画と過去最高 平成14年度の事業者別の供給量

き、さらに岐阜県が 3件、 135戸

(10.8%）、奈良県が 3件、 126戸

(10.1%）と大都市圏周辺での供

給が多くなっている。

事業者別による供給量をみると、

の数となっているのに対し、マン

ションは1250戸と前年度比34.6%

減となっている。

戸建て住宅・マンションの事例

分析では、収集したデータを発売

順、保証金順、地代順、面積順、

はKF社が30件、 852区画（23.1 B B社が12件、 296戸と毎年コン

%）と昨年度同様に断然多く、続 スタン卜に供給しているのに対し、

いては KX社が 5件、 286区画 例年数件ある大規模開発による大

(7 .8%）と、一気に供給量が増加 量供給が今年度はAU社の 1件、

編集後記

21世紀の 3年目が暮れようとして

います。戦火、疫病、自然災害、テ

ロと犯罪が暗雲のように世界を覆う

なかで、経済が破局に陥らずに一定

の水準を維持できたことはまだ幸い

であったと思います。あの狂騒の時

代から遠ざかって〈デフレ的生活様

式〉になじみ始めているのでしょう

か。激しく車しみながら進む大変革の

時代を生きる人々の生活の知恵は、

その小さな流れが集まりやがて大き

な河になるでしょう。

師走のビルの谷間にも、冬晴れの
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された。 CQグループは301件、

969区画（26.3%）と、毎年コン

空から暖かい光が注がれます。巡り

くる新年が平和の年になりますよう、

心から祈ります。。
「新たな住宅政策を考えるj座談

会が示唆しているように、政策研究

は多様な課題に的確に応えられるよ

う一層の進化が求められていると思

います。本誌も17ページに掲載のと

おり、 2004年から研究論文の投稿を

募ることになりました。住宅土地問

題にかかわる経済学的研究の成果を

お寄せください。 (M) 

275戸だけであり、これが今年度

の供給減の原因とも考えられる。
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